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私
は
か
つ
て
宋
元
文
化
の
北
流
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
遼
代
か
ら
元
代
に
い
た
る
華
北
と
く
に
燕
京

(今
の
北
京
)
の
仏
教
の
系

譜
を
た
ど

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
取
り
上
げ
た
の
は
慈
恩
宗

(法
相
)
と
華
厳
宗
で
あ

っ
て
、
禅
宗
に
は
及
ば
な
か

っ
た
。
そ
れ
と

い
う

の
も
、
遼
代
に
は
禅
宗
は
振
わ
な
か

っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ

っ
て
、
史
料
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
金
代
に
つ
い
て
は
、
禅
宗
ひ

と
り
盛
行
し
た
と

い
わ
れ
る
が
、
万
松
行
秀
以
外
に
禅
僧
で
知
ら
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
私
に
は
考
察
の
緒
が
つ

か
め
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
北
京
の
遼
金
史
蹟
の
調
査
が
す
す
み
、
そ
の
報
告
書
、
梅
寧
華
主
編

『北
京
遼
金
史
　
図

志
』
上

下

(北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
三
、
四
年
、
以
下
略
称

『図
志
』)
が
出
版
さ
れ
、
別
に
論
文
集

『北
京
遼
金
文
物
研
究
』

(同
右
、

二
〇
〇
五
年
)
も
刊
行
さ
れ
た
。
前
者
に
は
、
こ
の
時
代
の
禅
僧
に
か
か
わ
る
仏
塔
や
碑
刻
が
多
く
掲
載
さ
れ
、
後
者

に
は
禅
僧
を
扱

っ

た
論
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
で
は
、
古
松
崇
志
氏
が
論
文
の
な
か
で
、
遼
代
に
も
禅
宗
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
初
め
て
指

　　
　

摘
し
た
。
そ
れ
ら
出
版

の
資
料
と
諸
論
文
に
刺
激
さ
れ
て
、
私
も
遼
金
時
代
の
燕
京
の
禅
宗
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と
思

っ
て
執
筆
し

た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
粗
雑
な
も

の
だ
が
、
こ
の
論
文
に
よ

っ
て
、
中
国
禅
宗
史
の
空
白
期
が
い
さ
さ
か
で
も
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
ば
幸

い
で
あ
る
。
な
お
、最
も
多
く
利
用
す
る
碑
刻
資
料

の
大
部
分
は
、
『図
志
』
と

『北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
涯
編
』

(以

下

『北
図
』
)
と
に
拠

っ
た
。
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一
、
唐
代
幽
州

の
禅
宗

遼
代
に
入
る
ま
え
に
、
そ
れ
以
前
の
燕
京
の
禅
宗
に
つ
い
て
概
略
述
べ
て
お
こ
う
。
北
京
地
域

の
仏
教
は
西
晋
に
始

ま
る
と
い
わ
れ
る

が
、
禅
宗
と
く
に
南
宗
禅
が
こ
の
地
域
に
伝
来
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
唐
後
半
期
で
あ
る
。
北
京
は
唐
代
に
は
幽
州
と
呼
ば
れ
た
。
記
録

に
見
え
る
幽
州
最
初
の
禅
僧
は
、
馬
祖
道

一
の
法
嗣
盤
山
宝
積

(
『祖
堂
集
』
巻
十
五
、
『景
徳
伝
灯
録
』
巻
七
)
で
あ
る
。
盤
山
は
幽
州

の
東
郊
葡
州
に
あ
り
、
「京
東
第

一
山
」
と
称
せ
ら
れ
た
名
勝
の
地
で
あ
る
。
宝
積
は
出
身
地
、
俗
姓
、
生
卒
年
等
は
す

べ
て
未
詳
だ
が
、

馬
祖

の
法
嗣
と
す
る
と
、
八
世
紀
後
半

の
人
で
あ
ろ
う
。
『祖
堂
集
』
に
よ
れ
ば
、
平
生
の
住
持
軌
範
は
厳
整
で
尋
常
と
異
な
り
、
そ
の

名
は
海
内
に
聞
こ
え
た
と

い
う
。
没
後
、凝
寂
大
師
、真
際
之
塔
を
勅
賜
さ
れ
た
。
そ
の
法
嗣
に
は
、狂
僧
と
し
て
知
ら

れ
た
普
化
が
い
る
。

後
住

の
盤
山
和
尚

「幽
州
第
二
世
住
」

(爽
注
)
は
、
青
原
下
第
五
世
投
子
山
大
同
の
法
嗣
で
あ
り

(
『景
徳
伝
灯
録
』

巻
十
五
)
、
宝
積

と
は
法
系
を
異
に
す
る
。

九
世
紀
に
な

っ
て
盤
山
に
住
し
た
僧
に
道
宗

(七
九
五
～
八
六
六
)、
暁
方

(七
九
四
～
入
七
〇
)
が
い
る
。
道
宗

に
は
知
宗

「盤
山

上
方
道
宗
大
師
遺
行
碑
」
(
『欽
定
盤
山
志
』
巻
八
)
が
あ

っ
て
、
そ
の
行
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
俗
姓
田
氏
、
千
牛
将
軍
賓
庭

の
子
孫
、
元
和
九
年

(八

一
四
)
燕
城
の
金
閣
寺

(遼
代

の
崇
国
寺
)
に
て
受
戒
、盤
山
宝
積
に
参
じ
た
が
、
の
ち
に
永
泰
大
師
霊
瑞

(七
六

一

～
八

二
九
)
の
と
こ
ろ
に
至

っ
て
嗣
法
し
た
。
霊
瑞
も
ま
た
馬
祖

の
法
嗣
で
あ
る
。
太
和
二
年

(八
二
八
)
郷
里
の
盤
山
に
帰

っ
て
峰
頂

に
禅
居
し
、
権
貴
の
招
き
に
も
応
ず
る
こ
と
な
く
、
三
十
九
年
間
山
を
下
ら
ず
、
成
通
七
年

(入
六
六
)
に
示
寂
し
た
。
そ
の
後
を
継
い

だ
の
が
常
実
で
、
道
宗
が
い
た
宝
積
寺

(の
ち
の
上
方
感
化
寺
)
に
住
し
て
、
伏
虎
禅
師
と
称
せ
ら
れ
た

(
『欽
定
盤
山
志
』
巻
八
)
。

暁
方
は
蘇
州
常
熟
の
人
、
五
洩
山
霊
黙
大
師

(七
四
七
～
八

一
八
)
に
つ
い
て
落
髪
し
た
。
姓
氏
、
行
歴
は
未
詳
。
盤
山
の
甘
泉
山
に

茅
庵
を
結
び
、成
通
十

一
年

(入
七
〇
)
に
示
寂
し
た
。
郎
粛

「甘
泉
普
済
禅
院
霊
塔
記
」
(『欽
定
盤
山
志
』
巻
入
)
が
あ
る
。
霊
黙
は

『宋
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高
僧
伝
』
巻
十
、
『景
徳
伝
灯
録
』
巻
七
等
に
伝
が
あ

っ
て
、
彼
は
馬
祖
の
法
嗣
で
あ
る
か
ら
、
暁
方
も
そ
の
法
系
に
属
す

る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
ろ
に
は
、
臨
済
義
玄

(?
～
入
六
七
)
が
現
れ

て
河
北

一
帯

に
教
化
を
及
ぼ
し
、
幽
州
も
そ
の
例
外
で
は

な
か

っ
た
。
存

奨

(入
三
〇
～
入
入
入
)
は
七
歳
で
出
家
を
志
し
、
盤
山
甘
泉
院
で
暁
方
に
依
止
し
た
が
、
の
ち
に
臨
済
義
玄

の
法
を

嗣
い
で
、
盤
山

に
は
遂

に
帰
ら
ず
、
魏
府

(江
西
)
の
江
西
禅
院
に
お

い
て
開
法
教
化
し
た

(公
乗
億

「魏
州
故
禅
大
徳
奨
公
塔
碑
」

『文
苑
英
華
』
巻

八
六
八
)
。
ま
た
前
述
の
普
化
は
宝
積
の
法
嗣
だ
が
、
義
玄
と
も
交
わ
り
を
結
ん
だ
。
久
し
く
盤
山
の
黒
塔
硲
で
修
禅
し
た
志
閑
も
、
義

玄
に
参

じ
て
い
る

(『欽
定
盤
山
志
』
巻
入
)。
『景
徳
伝
灯
録
』
巻
十
二
に
は
、
義
玄

の
法
嗣
と
し
て
幽
州
謳
空
和
尚
が
見
え
る
。

以
上

の
ご
と
く
、
唐
後
半
期
の
幽
州
で
は
、
東
方
の
盤
山
が
南
宗
禅
の

一
つ
の
拠
点
と
な

っ
て
お
り
、
主
に
馬
祖
下

の
諸
僧
が
こ
こ
に

住
し
て
い
た
。
さ
ら
に
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
同
じ
く
馬
祖
下
の
臨
済
義
玄
の
教
化
を
う
け
た
者
が
幽
州
で
活
躍
し
た
。

一
方
、
幽
州
出
身
者
で
名
を
成
し
た
者
と
な
る
と
、
先
ず
雲
居
道
膚

(?
～
九
〇
二
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
俗
姓
王
氏
、
幽
州
葡
門

玉
田
の
人
。
幽
州
延
寿
寺
で
受
具
し
、
遊
方
し
て
洞
山
良
紛
に
参
じ
て
そ
の
法
を
嗣
ぎ
、
洪
州

(江
西
)
雲
居
山
を
開

い
た

(『祖
堂
集
』

巻
八
、

『景
徳
伝
灯
録
』
巻
十
七
)。
彼

の
後
を
継

い
で
雲
居
山
第
二
世
と
な

っ
た
道
簡
も
幽
州
萢
陽
の
人
で
あ
る

(
『景
徳
伝
灯
録
』
巻

二
十
)
。
幽
州
で
活
躍
し
た
禅
僧
の
多
く
が
南
獄
下
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
幽
州
か
ら
出
て
い
っ
た
者
が
青
原
下
で
あ

る
の
は
、
興
味
深

い
事
象

で
あ
る
。

な
お
北
京
の
西
山
、
今

の
門
頭
溝
区
に
仰
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
五
代
後
梁
の
開
平
四
年

(九

一
〇
)
に
は
、
こ
こ
に
仰
山
院
が
あ

っ

た
と

い
う

(『元

一
統
志
』
巻

一
)
。
そ
の
山
名
か
ら
類
推
し
て
、
唐
末
に
潟
仰
宗
が
北
伝
し
、
そ
の
門
徒
が
西
山
に
仰
山
院
を
創
建
し
た

　　
　

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
。
仰
山
と

い
う
の
は
、
「冠
と
し
て
巌
墾
の
上
に
出
つ
る
」

(同
右
書
)
山
容
か
ら
名
付
け
ら

れ
た
も

の
で
、
仰
山
慧
寂

の
山
号
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
慧
寂
伝

(『景
徳
伝
灯
録
』
巻
十

一
)
に
は
、
幽

州
か
ら
来
た
僧

　　
　

と
の
問
答
が
二
ヶ
所
に
出
て
く
る
の
で
、
彼
ら
が
帰
郷
し
て
仰
山
の
宗
風
を
幽
州
に
伝
え
た
こ
と
は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
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二
、
遼
初

の
禅
僧
-
従
実
と
智
辛

九
三
六
年
、
後
晋
石
敬
塘
に
よ

っ
て
、
長
城
以
南

の
い
わ
ゆ
る
燕
雲
十
六
州
が
契
丹

(遼
)
に
割
譲
さ
れ
、
幽
州
は
遼

の
南
京
と
な
り
、

ま
た
燕
京
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
直
後
に
、曹
洞
宗
の
僧
従
実
が
湖
南
か
ら
燕
京
に
や
っ
て
来
た
。
『元

一
統
志
』
巻

一
、
古
跡
、

大
万
寿
寺

の
条
に
、
「古
記
」
に
よ

っ
て
次
の
ご
と
く
記
す
。

　
　

燕
京
の
西
に
古
刹
あ
り
、城
を
距

つ
こ
と
百
里
、泉
石
最
も
幽
な
る
処
、名
づ
け
て
檀
柘
と
日
う
。
師
、
諦
は
従
実
、湖
南
よ
り
来
た
る
。

　
　
　

乃
ち
曹
洞
二
代
の
孫
、
遼
太
宗
の
会
同
年
間

(九
三
八
～
九
四
七
)
に
至
れ
り
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
従
実
が
曹
洞
宗
の
僧

で
あ
り
、
彼
が
湖
南
か
ら
や

っ
て
来
た
の
は
会
同
年
間
、
燕
京
が
遼
の
支

配
に
入

っ
て
間
も

な
い
こ
ろ
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
は
、
彼
の
名
は
南
の
宋
側
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。
『景
徳
伝
灯
録
』
巻
二
十
三
、
青
原
第
七
世
、

前
潭
州
雲
蓋
山
景
和
尚
法
嗣
の

「幽
州
潭
柘
水
従
実
禅
師
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
機
縁
の
語
句

の
み
で
、
行
実

は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
『
景
徳
伝
灯
録
』
に
よ

っ
て
そ
の
法
系
を
記
せ
ば
、
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

　　
　

青

原
行
思
-
石
頭
希
遷
ー
薬
山
惟
様
-
道
吾
円
智
ー
石
霜
慶
諸
-
中
雲
蓋
ー
雲
蓋
山
景
-
潭
柘
水
従
実

潭
州

は
湖
南

の
長
沙
で
あ
り
、
従
実
が
湖
南
よ
り
来
た
と

い
う

の
に
合
う
。
ま
た
洞
山
は
青
原
第
四
世
、
曹
山
は
第
五
世
な
の
で
、
「曹

洞
二
代
孫
」
と
い
う
や
や
曖
昧
な
表
現
も
、
曹
山
よ
り
二
世
後
と
す
れ
ば
そ
の
世
代
も
合
致
す
る
の
で
、
「古
記
」
は
信
ず
る
に
足
る
史

料
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

従
実

の
伝
は

『潭
柘
山
舳
雲
寺
志
』

(以
下

『寺
志
』
)
巻

一
に
も
あ
り
、
そ
れ
に
は
、

師
は
其
の
徒
千
人
と
、
法
を
潭
柘
に
講
じ
、
宗
風
大

い
に
振
る
う
。
後
、
華
厳
祖
堂
に
て
示
寂
、
檎
を
山
中
に
建

つ
。
絵
挑
謝
遷
の

　　
　

嘉
福
寺
碑
記
に
其
の
事
を
載
す
。
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と
記
す
。
謝
遷
(
一
四
四
九
～

一
五
三

一
)
は
明
代

の
政
治
家
、文
集
に
『帰
田
稿
』
八
巻
が
あ
る
。
従
実
が
住
し
た
潭
柘
山
は
燕
京

の
西
山
、

今
の
北
京
市
門
頭
溝
区
東
南
部
に
あ
り
、
寺
は
山
名
に
よ

っ
て
俗
に
潭
柘
寺
と

い
う
。
諺
に

「先
に
潭
柘
あ
り
、
後
に
幽
州
あ
り
」
と

い

　　

わ
れ
た
古
刹
で
、
晋
代
こ
こ
に
華
厳
禅
師
が
い
た
と
伝
え
る
が
、
実
際
に
は
彼
は
唐
代
の
天
宝
年
間
に
示
寂
し
た
人
で
あ

る
ら
し
い
。
『寺

志
』
巻

一
「歴
代
法
統
」

の
晋
華
厳
禅
師
伝
は

『宋
高
僧
伝
』
巻
二
十
五

「唐
幽
州
華
厳
和
尚
伝
」
の
説
話
を
引
用
し

て
い
る
が
、
同

一

人
で
あ

る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
謝
遷
の

「碑
記
」
に
よ
れ
ば
、
従
実
が
い
た
遼
代
に
も
、
潭
柘
山

に
華
厳
禅
師

の
祖

堂
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ

ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
唐
末
の
幽
州
で
は
馬
祖
下
、
臨
済
宗

の
諸
僧
が
活
躍
し
、
曹
洞
宗
の
も
の
は

一
人
も
見
ら
れ
ず
、
遼

初

の
従
実
が
曹
洞
宗
最
初
の
僧
で
あ

っ
た
。
彼
が
湖
南
の
潭
州
か
ら
、
こ
れ
ま
で
縁
の
な
か

っ
た
い
わ
ば
処
女
地

の
燕
京
ま
で
や

っ
て
来

た
の
は
、
ど
う

い
う
縁
に
よ

っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
潭
州
と
燕
京
と
を
結
び
つ
け
る
存
在
は
、
幽
州
出
身
で
江
西
の
雲

居
山
を
開

い
た
雲

居
道
膚
と
そ
の
法
嗣
の
雲
居
道
簡
で
あ
る
。
唐
末
に
お
い
て
、
江
西
の
曹
洞
と
湖
南
の
石
霜
と
は
非
常
に
親
密
な
関
係

に
あ

っ
た
と
い
わ

縫
、
事
実
、
洞
山
法
嗣
の
龍
牙
居
遁

(
『祖
堂
集
』
巻
八
)
、
道
膚
法
嗣
の
水
西
南
台

(同
巻
十

一
)
は
そ
れ
ぞ
れ
湖
南

の
潭
州
に
住
し
て

い
た
。
彼
ら
を
通
じ
て
、
従
実
が
燕
京

の
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
。

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
挙
げ
て
お
こ
う
。

『元

一
統
志
』
の
大
万
寿
寺
の
条
で
は
右
文
に
つ
づ
け
て
、

す
　

世
宗
天
禄
の
初

(九
四
七
)
、
開
龍
禅
師
智
常
あ
り
て
、
潭
柘
の
道
を
弘
め
、
燕
に
お
い
て
此
の
寺
を
創
る
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
開
龍
禅
師
智
常
な
る
僧
が
潭
柘
の
道
す
な
わ
ち
従
実
の
宗
風
を
弘
め
て
、
燕
城
に
こ
の
寺
-
大
万
寿
寺
の
前
身
、
寺
名

は
不
明
ー
を
創
建
し
て
、
西
山
か
ら
城
内
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「景
宗
の
保
寧
初

(九
六
九
)
名
を
悟
空
と
賜
い
、
聖
宗

の
統
和
十
九
年

(
一
〇
〇

一
)
万
寿
禅
院
と
改
名
、太
平
年
間

(
一
〇
二

一
～

一
〇
三
〇
)
太
平
寺
と
改
名
、道
宗
の
太
康
中

(
一
〇
七
五

～

一
〇
八
四
)
華
厳
寺
と
改
名
」
(同
右
書

つ
づ
き
)
し
、
金
代
に
な
る
と
、
後
述
の
希
辮
が

一
時
こ
こ
に
住
し
、
皇
統
初

(
=

四

こ

寺
名
を
賜
わ

っ
て
大
万
寿
寺
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
寺
名

の
変
更
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
智
常
の
後
の
法
系
は
明
ら
か
で
な
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い
。
遼
代
後
期
は
衰
微
し
た
と
み
ら
れ
る
。

従
実
と
同
じ
こ
ろ
、
盤
山
に
は
智
辛
が
い
た
。
彼
に
は
、
張
明

「盤
山
上
方
感
化
寺
辛
禅
師
舎
利
塔
記
」
応
暦
二
年
九
五
二
建
立

(『北

図
』
四
五
ー
四
、
『全
遼
文
』
巻
四
等
)
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
俗
姓
王
氏
、
金
台
三
河

(葡
県
)

の
人
。
年
十
五
に
し
て
感

化
寺
降
龍
禅
師

の
門
人
徹
禅
師
に
つ
い
て
落
髪
、
乾
寧
元
年

(八
九
四
)
本
寺
に
お
い
て
具
足
戒
を
受
け
、
安
居
の
の
ち
諸
方
を
遊
歴
し

お
　

て
、
「
真
侶

を
江
南
に
訪
い
、
名
山
を
湖
外
に
礼
」
し
た
。
湖
外
は
湖
南
の
こ
と
。
「六
祖
の
衣
」
す
な
わ
ち
南
宗
禅
を
修
め
、
故
山
の
盤

山
に
帰

っ
て
法
席
を
重
開
せ
ん
と
し
た
が
、
「達
人
」
か
ら
都
邑
に
居
る
こ
と
を
請
わ
れ
て
、
燕
京
城
内
の
崇
国
寺
に
寓
居
し
た
。
崇
国

寺
が
唐
代
の
金
閣
寺
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
天
禄
五
年

(九
五

一
)
八
月
四
日
に
坐
化
し
、
茶
砒
し
て
燕
城
の
北
に
葬
り
、
翌
応

暦
二
年
十
月
、
盤
山
上
方
感
化
寺
の
東
難
に
舎
利
塔
を
建
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
遼
代
に
入

っ
て
も
燕
京
と
盤
山
の
関
係
は
密
で
あ

っ

た
。
智
辛
が
ど
の
法
系
に
属
す
る
か
は
、
分
か
ら
な

い
。

な
お

『欽
定
盤
山
志
』
巻
入
「方
外
」
に
遼
代
の
僧
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、非
覚
、非
濁
、等
偉
の
三
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
律
僧
で
あ

っ
て
、

彼
ら
に
と

っ
て
盤
山
は
、
「脚
疾
治
療

の
た
め
」

(非
濁
)
で
あ

っ
た
り
、
「宴
息

の
所
」
(等
偉
)
で
あ

っ
て
、
修
禅

の
場
所

で
は
な
か

っ

　　
　

た
。
し
か
し
、
当
時
の
盤
山
に
は
、
下
に
法
堂
仏
宇
が
建
ち
、
上
に
禅
實
経
寵
が
あ
る
禅
律
共
存

の
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

三
、
遼
代
後
期
の
燕
京
禅
宗
ー
菩
薩
戒
壇
と
修
禅
の
僧
た
ち
ー

遼
代
仏
教
は
聖
宗
、
興
宗
、
道
宗
の
時
に
全
盛
期
を
迎
え
、
帝
室
の
帰
依
の
も
と
、
慈
恩
宗
、
華
厳
宗
さ
ら
に
は
律
宗
、
密
宗
が
栄
え
て
、

多
く
の
学
僧
を
輩
出
し
、
諸
種
の
章
疏
が
著
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
教
宗
に
圧
倒
さ
れ
て
、
当
時
禅
宗
が
振
る
わ
な
か

っ
た
の
は
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
、
聖
宗
が
義
学
沙
門
詮
暁

(明
)
ら
に
命
じ
て
経
録
を
再
定
さ
せ
た
時
、
『六
祖
壇
経
』

『宝
林
伝
』
等
を
み

な
焚
殿
せ
し
め
て
、
そ
の
偽
妄
を
除
去
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
『釈
門
正
統
』
巻
八
)
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
う
し
た
施
策
に
よ

っ
て
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禅
宗
が
全
く
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
宗
朝
に
は
、
律
僧

の
な
か
で
禅
を
修
め
る
者
が

い
た
こ
と
が
、
当
時
の
碑

　　

刻
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
の

一
人
が
法
均

(
一
〇
二

一
～

一
〇
七
五
)
で
あ
る
。
彼
に
は

「故
壇
主
守
司
空
大
師
道
行
之
碑

(額
題
)」

が
あ

っ
て
、
そ
の
事
績
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
前
掲
の
古
松
崇
志
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
あ
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
り
、

こ
こ
で
は
禅
に
関
わ
る
こ
と
の
み
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
碑
文
中
に
、

行
は
砒
尼
に
在
り
と
難
も
、
志
は
達
磨
を
尚
ぶ
。
因

っ
て
笈
を
負

っ
て
師
を
尋
ね
、
衣
を
解
か
ざ
る
こ
と
多
歳
。
爲
に
堅
木
を
攻
め

つ

ね
ん

は
ら

　お
　

(
?
)、
切
に
頭
然
を
救

い
、
以
て
名
数
相
応
ず
る
に
至
る
。

と
あ
る
。
法
均
は
律
を
業
と
す
る
が
、
志
は
達
磨

の
禅
を
尚
び
、
笈
を
負

っ
て
師
を
尋
ね
、
幾
年
も
専

一
に
求
道
し
た
と

い
う
。
「攻
堅
木
」

の
出
典
は
未
詳
だ
が
、
「救
頭
然
」
は

『祖
堂
集
』
巻
入
、
雲
居
道
麿
章
に

「勤
求
至
道
、
如
救
頭
然
」
と
見
え
る
の
が
最
も
早
い
用
例

の
よ
う

で
あ
り
、
宋
代
以
後
よ
く
使
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
法
均
は
も
と
も
と
教
学

の
僧

で
あ
り
、
『税
金
』
『吼
石
』
等
の
論
を
著
し
、
後
進
を
導
く
こ
と
十
数
年
に
及
ん
だ
。
清
寧
七

年

(
一
〇
六

一
)
朝
命
に
よ

っ
て
諸
家

の
疏
抄

の
校
定
に
従
事
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
辞
任
し
、
馬
鞍
山
に
隠
棲
。
八
年
後
、
燕
京
管

内
の
僧
務
を
補
佐
し

つ
つ
、
馬
鞍
山
に
初
め
て
戒
壇
を
開
い
て
多
数
の
士
女
に
戒
を
授
け
、
受
戒
を
求
め
る
者
は
国
外
に
及
ん
だ
。
そ
の

よ
う
な
経
歴
か
ら
み
る
と
、
法
均
が

「笈
を
負

っ
て
師
を
尋
ね
た
」
の
は
二
十
代
、
遅
く
と
も
三
十
歳
前
後
、
興
宗
朝

の
こ
ろ
で
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　ぜ

遼
代
後
期
の
禅
宗
状
況
を
記
す
も

の
に
、
新
出
の
碑
刻

「大
安
山
蓮
花
硲
延
福
寺
観
音
堂
記
」
が
あ
る
。
碑
文
は
碑
陽
三
十
二
行
、
碑

陰
三
十
行
、

一
行
五
十
字
前
後

の
長
文
で
、
し
か
も
文
字
の
摩
滅
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
特
に
碑
陰
が
甚
だ
し
い
。
こ

の
碑
刻
に
つ
い
て

　ま

は
包
世
軒
、
黄
春
和
の
論
文
が
あ
り
、
前
者
に
は
釈
文
を
付
し
て
い
る
が
、
自
ら
も
断

っ
て
い
る
よ
う
に
十
全
な
も

の
で
は
な
い
。
よ
り

精
密
な
考
証
は
後
日
に
侯

つ
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
梗
概
を
述
べ
る
に
止
め
た

い
。

碑
記

の
前
文
七
行
は
、
遼
代
禅
宗

の
由
来
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
陀
の
教
え
は
天
竺
か
ら
東
土
に
及
び
、
永
平

の
歳
に
摩
騰
が
漢



遼金代燕京の禅宗!22

ふ
る

に
来
た

っ
て
、
三
蔵
が
初
め
て
興
り
、
普
通
年
間
に
達
磨
が
梁
に
来
て
、
玄
風
創
め
て
扇

っ
た
。
こ
れ
よ
り
禅
と
講
と
が
隆
興
し
て
、
唐

宋
に
伝
わ
り
、
我
が
大
遼
に
至

っ
た
が
、
代
々
教
宗
が
盛
ん
で
、
禅
宗
は
隆
盛
で
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が

「康
安

二
号
」
道
宗
の
大
康
、

大
安
年

間

(
一
〇
七
五
～

一
〇
九
四
)
に
至

っ
て
、
南
宗
の
気
運
が
お
こ
り
、
奇
人
が
や

っ
て
来
て
大
旨
を
唱
え
た
。
そ
こ
で
寂
照
大

師
、
通
円
、
通
理
の
三
上
人
が
現
れ
て
、
仏
の
心
印
を
伝
え
、
累
代

の
高
風
を
継
ぎ
、
玄
風
大

い
に
扇
う
こ
と
に
な
り
、
今

(天
慶
五
年

一
一
一
五
こ
ろ
)
に
な
る
と
、
禅
の
俊
秀
は
林
の
ご
と
く
輩
出
し
だ
し
て
教
宗
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
三
上
人
は

「曹
渓
の

み
な
も
と

は
じ
め

　あ
　

的
嗣
、
法
眼
の
玄
孫
」
で
あ
り
、
こ
の
方
の
宗
派
の
原
、
伝
心

の
首
な
る
者
で
あ
る
、
と
記
す
。
つ
ま
り
、
遼
国
の
南
宗
禅
は
道
宗
朝
の

寂
照
、
通
円
、
通
理
三
大
師
に
始
ま
り
、
今
日
の
隆
盛
が
も
た
ら
さ
れ
た
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
上
人
が

「曹
渓
の
的
嗣
、
法
眼
の
玄
孫
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
包
氏
が
曹
渓
を
曹
洞
宗
と
す
る
の
は
論

外
と
し

て
、
黄
氏
は
法
眼
宗
は
北
宋
中
期
に
す
で
に
断
絶
し
て
い
る
の
で
、
遼
代
に
法
眼
宗
が
燕
京
に
入
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
「眼
」

　　
　

は

「演
」
の
別
字
で
あ

っ
て
、
こ
の
法
眼
は
臨
済
宗
の
五
祖
法
演

(?
～

二

〇
四
)

の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
法
演
の
玄
孫

だ
と
す
る
と
、
金

・
南
宋
代
と
な

っ
て
遅
す
ぎ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
眼
を
演
に
改
め
る
必
要
は
な
く
、
や
は
り
こ
の
法
眼
は
法
眼
宗
と
み
る
べ

き
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
法
眼
宗
は
五
代
宋
初
に
江
南
で
栄
え
た
宗
派

で
あ

っ
た
が
、
『景
徳
伝
灯
録
』
巻
二
十
五
に
よ

る
と
、
清
涼
文
益

　　

の
法
嗣
三
十
人
中
、
七
人
も
が
華
北
出
身
者
で
あ
り
、

一
方
、
華
北
伝
道
者
に
は
天
台
徳
詔

の
法
嗣
に
瀦
州

(山
西
)
華
厳
慧
達

(同
書

巻
二
十

六
)
が
お
り
、
法
眼
宗
は
案
外
華
北
地
方
と
の
縁
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
ま
た
法
眼

の
玄
孫
と
な
る
と
、
清
涼
文
益
が
青
原
下
八

世
な
の
で
、
そ
の
玄
孫
は
同
十

一
世
と
な
る
。
『五
灯
会
元
』
巻
十
に
よ

っ
て
同
世
代

で
生
卒
年
の
分
か
る
者
を
挙
げ

る
と
、
長
寿
法
斉

(九

一
二
～

一
〇
〇
〇
)
、
浄
土
惟
正

(九
八
六
～

一
〇
四
九
)
が
あ
り
、
通
円

・
通
理
ら
よ
り

一
、
二
世
代
上
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
雲
門

宗
で
青

原
下
十

一
世
に
は
慧
林
宗
本

(
一
〇
二
〇
～

一
〇
九
九
)
、
法
雲
法
秀

(
一
〇
二
七
～

一
〇
九
〇
)

(同
書
巻
十

六
)、
曹
洞
宗
で

は
芙
蓉

道
楷

(
一
〇
四
三
～

=

一
八
)
(同
書
巻
十
四
)
が
見
え
、
彼
ら
は
通
円
ら
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
通
円
ら

が
法
眼

の
玄
孫
で
あ

っ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
法
眼
宗
は
北
宋
中
期
に
断
絶

し
て
い
た
と

い
う
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の
も
誤
り

で
、
十

一
世
紀
中
ご
ろ
の
禅
宗
の
状
況
を
述
べ
た

『伝
法
正
宗
記
』
巻
八
に
は
、

ほ
ろ

評
し
て
曰
く
、
…
…
而
し
て
雲
門

・
臨
済

・
法
眼
三
宗
の
徒
、
今
に
お
い
て
尤
も
盛
ん
な
り
。
潟
仰
す
で
に
熔
び
、
曹
洞
は
僅
か
に

　ね
　

存
す
る
の
み
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
灯
史
等
に
そ
の
名
を
現
さ
な
い
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
北
宋
で
は
弱
体
で
あ

っ
た
曹
洞

・
法

眼
両
宗

が
、
異
民
族
支
配
の
燕
京
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
大

い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
た
だ
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
線
拡
大
を
は
か

っ

た
意
図
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い
。

「観
音
堂
記
」
は
、
右
の
前
文
に
つ
づ
い
て
、
時
々
蓮
花
硲
に
隠
棲
し
た
通
円
大
師
法
蹟
、
通
理
大
師
恒
索
と
、
両
師
の
旧
庵
を
観
音

　ね
　

堂
に
改

め
た
通
悟
大
師
恒
簡
そ
れ
に
故
山
主
弘
蹟
の
行
実
を
記
録
す
る
。

先
ず
通
円
大
師
法
蹟

(
一
〇
五
〇
～

=

〇
四
)
は
、
燕
京
良
郷
県
南
石
村

の
人
。
燕
京
の
開
悟
寺
金
剛
大
師
を
師
と
し
て
受
戒
し
、

華
厳
を
業
と
し
た
が
、
講
学
に
倦
き
る
と
山
中
を
訪
尋
し
、
蓮
花
硲

の
絶
景
な
る
を
聞
い
て
、
通
理
策
公
と
と
も
に
こ
こ
に
掛
錫
し
て
禅

定
に
つ
と
め
た
。
そ
の
後
、
道
宗
皇
帝
に
重
ん
じ
ら
れ
て
、
紫
衣
と
通
円
の
号
と
を
賜
り
、
天
柞
帝
は
内
殿
俄
悔
主
と
し
、
特
進
守
太
師
・

輔
国
通
円

の
号
を
加
え
た
。
彼
は
燕
京
の
紫
金
寺

に
戒
壇
を
開
き
、
お
び
た
だ
し
い
人
々
に
戒
を
授
け
、
乾
統
四
年

(
=

〇
四
)
に

五
十
五
歳

で
示
寂
し
た
。
開
悟
寺
と
金
剛
大
師
と
は
未
詳
、
紫
金
寺
は
城
北
開
遠
坊
に
在

っ
た

(『元

一
統
志
』
巻

一
)
。

通
理
大
師
恒
索

(
一
〇
四
九
～

一
〇
九
入
)
は
、
字
は
開
玄
、
姓
は
王
氏
、
上
谷
馨
山
県

(燕
京
西
北
)
新
安
の
人
。
七
歳
で
得
度
、
『百

法
論
』
を
学
び
、
の
ち
に
性
相
の
学
に
通
じ
、
永
泰
寺
の
守
司
徒
守
榛
を
師
と
し
た
。
宗
天
皇
太
后
、
道
宗
皇
帝
に
重

ん
じ
ら
れ
て
、
紫

衣
と
号

通
理
を
賜

っ
た
。
琢
州
に
お
い
て
、
講
義
の
な

い
日
に
は
ひ
と
り
杖
錫
し
て
ま
わ

っ
た
が
、
蓮
花
硲
に
至
る
と
庵
居
し
て
、
精
進

是
れ
勤

め
た
。
道
宗
に
請
わ
れ
て
内
殿
幟
悔
主
と
な
り
、
山
を
下
り
て
、
永
泰
寺
で
開
講
す
る
と
、
五
京
の
僧
侶
が
う
わ
さ
を
聞

い
て
集

ま
り
、
学
徒
は
日
に
三
千
を
下
ら
な
か

っ
た
と

い
う
。
『梵
行
直
釈
』
三
巻
、
『記
文
』
四
巻
を
著
し
、
そ
の
遺
文
は
世

に
盛
行
し
た
。
寿

昌
四
年

(
一
〇
九
八
)
、
五
十
歳
で
示
滅
し
た
。
彼
は
房
山
雲
居
寺
の
石
経
の
続
刻
を
行

っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
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通
円
、
通
理
の
二
師
も
、
法
均
と
同
じ
く
講
学
と
授
戒
を
業
と
す
る
教
律
の
僧
で
あ
り
、
講
経
の
合
い
間
に
禅
を
修
し
た
の
で
あ

っ
た
。

碑
記
に
よ
る
と
、
二
師
と
も
蓮
花
硲
に
来
た
の
は
五
、六
次
に
及
び
、
そ
の
た
び
に
或

い
は

一
年

二
年
、或

い
は

一
季
二
季
と
掛
錫
し
て
、
「妄

想
を
到
除
し
、
定
恵
を
均
平
に
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
妄
念
を
除
き
定
慧
を
均
し
く
す
る
た
め
に
、
深
山
幽
谷

の
場
所
を
選
ん

で
禅
定
を
修
め
る
と
い
う

の
が
、
遼
代
の
禅
の

一
つ
の
あ
り
方
で
あ

っ
た
。

碑
記

の
前
文
に
い
う
と
こ
ろ
の
三
上
人
の
う
ち
で
、
寂
照
大
師
だ
け
は
行
実
を
記
さ
な

い
の
で
、
そ
の
事
績
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

　き

こ
の
時
代
に
い
た
寂
照
大
師
と

い
う
禅
僧
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
が
二
種
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
陸
游

『家
世
旧
聞
』
巻
上
に
記
す
陸
佃

の
見
聞

で
あ
る
。
元
符
三
年

(
=

○
○
)
回
謝
使
と
し
て
宋
か
ら
遼
に
派
遣
さ
れ
た
陸
佃
が
、
中
京
大
定
府
に
至

っ
た
時
、
接
待
役

の

耶
律
成

に

「禅
僧
は
い
る
の
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、「
い
る
。
近
頃
、寂
照
大
師
と

い
う
深
く
理
性
に
通
じ
た
者
が
い
た
が
、亡
く
な

っ
た
」

と

の
こ
と
で
あ

っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
禅
師
の
卒
年
は

=

○
○
年
直
前
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
通
円
、
通
理
二
師
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
で
あ

り
、
「
深
く
理
性
に
通
」
じ
た
禅
風
は
、
華
厳
を
重
ん
じ
た
法
眼
宗
に
合
致
す
る
。

い
ま

一
つ
の
史
料
は
、
金

の
呂
卿
雲

「葡
州
葛
山
重

修
龍
福

院
碑
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
「大
安
間

(
一
〇
八
五
～

一
〇
九
四
)
に
感
禅
師
と

い
う
者
が

い
て
、
巡
錫
し

て
こ
の
院
に
い
た

と
き

り
、
そ
の
清
幽
な
る
を
喜
ん
で
こ
こ
に
駐
錫
し
た
。
…
道
宗
は
そ
の
名
を
聞
い
て
禁
中
に
召
し
、
延
訪
し
て
暑
を
移
し
た
。
よ

っ
て
紫
衣

　　

を
賜

い
、
寂
照
大
師
と
加
号
し
た
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
寂
照
大
師
も
道
宗
朝
の
人
で
、
法
諌
の

一
字
が

「感
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
た
だ
寂
照
と
い
う

の
は
よ
く
あ
る
法
号
な
の
で
、
果
た
し
て
前
者
の
寂
照
大
師
と
同

一
人
な
の
か
、
さ
ら
に
は
碑

記
の
そ
れ
と
同
じ

人
な
の
か
、
確
証
は
な
い
。

一
応
並
記
し
て
、
今
後
の
検
証
を
待
ち
た

い
。

　　

三
上
人
の
外
、
通
円
、
通
理
の
故
庵
を
改
修
し
て
観
音
堂
を
作

っ
た
恒
簡

(
一
〇
二

一
～

一
=

一
)
は
、
姓
高
氏
、
葡
州
玉
田
県
三

女
河
の
人
、
母
は
王
氏
。
燕
京
永
泰
寺
の
疏
主
守
榛
を
師
と
し
て
出
家
し
た
。
通
理
恒
策
と
同
門
で
あ
る
。
受
具

の
後

、
識
論
を
習

い
、

学
騨
に
倦

(?
)
き
る
と
山
水
を
尋
ね
、
後
に
通
理
の
室
に
入
り
、
深
く
そ
の
堂
奥
に
入

っ
た
。
皇
帝
に
請
わ
れ
て
内
殿
俄
悔
主
と
な
り
、

特
に
紫

衣
を
賜
い
、検
校
太
師
・通
悟
の
号
を
加
え
ら
れ
た
。
彼
も
ま
た
講
学
を
棄
て
て
か
ら
は
、諸
叢
会
を
め
ぐ
り
、
「古
　
を
訪
尋
し
て
、
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志
は
林
泉
に
在

っ
た
」
と

い
う
。
大
安
山
蓮
花
硲
が
通
円
・通
理
大
師

の
旧
隠

の
道
場
で
あ
り
、
群
賢
養
道
の
所
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
、

杖
錫
し
て
こ
の
地
に
来
た

っ
た
。
乾
統
十
年

(
一
=

○
)、
燕
京
宝
塔
寺
か
ら
来
た
某
僧
と
と
も
に
観
音
堂
を
造

っ
た
、
と
い
う
。
恒

簡
も
ま
た
講
学
を
罷
め
た
晩
年
は
、
林
泉
に
親
し
み
、
「叢
会
」
を
歴
訪
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
正
慧
大
師

(諌
は
不
明
、

一
〇
四
二
～

一
一
一
六
)
は
、
恒
簡
と
同
じ
く
守
榛
を
師
と
し
、
道
宗

・
天
詐
帝
両
朝
の
戯
悔

主
と
な

っ
た
が
、
示
寂

の
日
、
彼
は
禅
室
内
に
霞
光
七
道
が
現
れ
、
天
帝
釈
ら
の
来
迎
す
る
の
を
見
た
。
示
滅
し
て

「
智
炬
潜
輝
、
禅
灯

　　

混
照
」

し
た
と
、
「遺
行
塔
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、崇
呈

(
一
〇
三
九
～

=

一
四
)
は
、守
榛
か
ら

『口
税
金
論
』
を
授
け
ら
れ
、永
泰
寺
で

『唯
識
論
』
『鍮
珈
論
』
を
究
め
、
『華

厳
』
等
諸
経
を
開
講
し
た
が
、
大
安
初

(
一
〇
入
五
)
諮
然
大
悟
し
て
、
こ
と
ご
と
く
衣
鉢
を
捨
て
て
遊
方
、
王
家
島

に
至

っ
て
、
通
理

恒
策
よ
り

「達
磨
伝
心

の
要
」
を
受
け
、
石
経
山
雲
居
寺
に
駐
錫
し
て
、
師
と
と
も
に
房
山
石
経

の
続
刻
事
業
を
整
え
た
。
そ
の
後
数
年

　お
　

し
て
、
仙
岩
山
に
遷
り
寂
居
し
た
。
彼
も
ま
た
講
経
よ
り
修
禅
に
赴

い
た
者
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
僧
が
、
道
宗
朝
を
代
表
す
る
学
僧
の

一
人
で
あ
る
永
泰
寺
疏
主
守
榛

の
弟
子
に
多

い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

と
こ

ろ
で
、
唐
末

に
は
燕
京

で
も
盛
ん
で
あ

っ
た
臨
済
宗
は
、
遼
代
で
は
ど
う

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
黄

春
和
論
文
は
、
法

眼
を
法
演
の
誤
り
と
し
、
そ
の
玄
孫
を

「臨
済
正
宗
之
碑
」
(
『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
十
二
)

の
竹
林
安
に
当
て
、
安
は
遼
末
に
活
動
し

て
い
た
と
推
論
す
る

(三
二
四
頁
)。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
竹
林
安
は
明
ら
か
に
金
人
で
あ
り
、
黄
氏
の
推
測
は
当
た
ら
な
い
。

遼
代
に
も
そ
の
宗
風
を
伝
え
る
臨
済
宗
の
僧
は
い
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
碑
刻
等

の
史
料
に
は
見
出
せ
な
い
。
は

っ
き
り

と
そ
の
活
動
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
金
代
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
遼
代
は
臨
済
宗

の
空
白
期
で
あ

っ
た
、
と
い
っ
て
よ
さ
そ

う
で
あ

る
。
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四
、
金
代
燕
京
の
禅
宗

1
、
北
伝
曹
洞
宗

　　

「禅
宗
が
独
り
盛
行
を
極
め
た
」
と

い
わ
れ
る
金
代
で
、
そ
の
活
動
が
目
立

つ
の
は
曹
洞
宗
で
あ
り
、
と
く
に
末
期

に
は
、
燕
京
を
中

心
に
活
躍
し
た
有
名
な
万
松
行
秀

(
一
一
六
六
～

一
二
四
六
)
が
現
れ
た
。
そ
の
行
秀
に
い
た
る
法
系
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
曹
洞
宗
の
北
伝
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
、
明
末

の

『五
灯
会
元
続
略
』
は
じ
め
法
系
の
異
説
も
行
わ
れ
て
、
多
く
の
議
論
を
よ
ん

　　
　

だ
が
、
今
日
で
は
次
の
よ
う
に
定
ま

っ
て
い
る
。

芙
蓉
道
楷
ー
鹿
門
自
覚
-
青
州
希
辮
ー
大
明
宝
-
王
山
体
ー
雪
巌
満
-
万
松
行
秀

こ
の
う
ち
、
希
辮
か
ら
が
金
代
で
あ
り
、
活
動
の
場
も
主
に
燕
京
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
号
は
明
代
以
後

の
灯
史
に
拠

っ
て
い
て
、

そ
れ
ら

に
異
同
は
認
め
ら
れ
な

い
が
、
金
元

の
資
料
に
あ
た

っ
て
み
る
と
若
干
の
違
い
が
あ
り
、
補
訂
す
べ
き
点
が
あ

る
。
そ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
順
次
指
摘
し
て
い
く
。

先
ず
、
希
辮
は
明
代
以
後

「
一
辮
」
と
も
す
る
が
、
金
元
代
の
史
料

で
は
す
べ
て

「希
辮
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
或
説
の
方
は
斥
け

ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
彼
の
事
績
の
最
も
詳
し
い
も

の
は
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た

『元

一
統
志
』
巻

一
、
大
万
寿

寺
中
の
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
前
掲
の
文

(五
頁
)
に
つ
づ
け
て
、
次

の
よ
う
に
記
す
。つ

れ

後

に
禅
師
希
辮
あ
り
、
宋

の
青
州
天
寧

の
長
老
な
り
。
耶
律
将
軍
青
州
を
破
り
、
師
を
以
て
燕
に
帰
る
。
初
め
こ
れ
を
中
都
の
奉
恩

　　
　

寺

に
置
く
。
華
厳

の
大
衆
、
師
を
請
う

て
住
持
せ
し
め
、
そ
の
戒
行
の
高
古
な
る
に
服
し
、
以
て
潭
柘

(従
実
)

の
再
来
と
為
す
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
希
辮
が
山
東

の
青
州
か
ら
燕
京
に
来
た
の
は
自
発
的
で
は
な
く
、
金
軍
に
捕
え
ら
れ
て
強
制
的
に
連
れ
て

来
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
『金
史
』
巻
三
に
よ
る
と
、
金
の
完
顔
宗
望
が
青
州
を
攻
略
し
た
の
は
、
天
会
六
年

(宋

の
建
炎
二
年
、
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一
=

一八
)
正
月
癸
卯

(八
日
)
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
『建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
十
二
で
は
、
宗
望
で
は
な
く
て
宗
輔

と
す
る
。
ど
ち

ら
に
も
耶
律
将
軍
は
出

て
こ
な
い
の
で
、
だ
れ
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
希
辮
が
初
め
に
安
置
さ
れ
た
奉
恩
寺
も

『元

一
統
志
』

に
は
見
え
な
い
の
で
、
由
緒
あ
る
大
刹
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
華
厳
寺
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
遼
代
か
ら
の
曹
洞
宗
ゆ
か
り
の
寺

で
あ
り
、
そ
の
寺
の
大
衆
に
請
わ
れ
て
、
希
辮
は
そ
の
住
持
に
な
り
、
こ
こ
に
金
代
の
曹
洞
宗
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『元

一
統
志
』

は

つ
づ

い
て
、

金

の
天
会
間

(
=

二
一二
～

一
=
二
七
)
に
至

っ
て
、
太
湖
山
臥
雲
篭
に
退
去
し
、
既
に
し
て
仰
山
棲
隠
寺
に
隠
る
。
腰
騎
高
居
安
、

城
北

の
園
併
び
に
寺
前

の
沙
井
を
以
て
、
こ
れ
を
常
住
に
帰
し
、
天
春
三
年

(
=

四
〇
)
師
を
召
し
て
復
た
住
持
せ
し
む
。
皇
統

初

(
一
一
四

一
)
更
め
て
寺
名
を
賜
い
大
万
寿
寺
と
為
す
。
師
再
び
仰
山
に
隠
れ
、
門
人
徳
股
万
寿
に
続
灯
し
、
三
年
に
し
て
医
巫

　　

闘

に
退
居
す
。
又
省
端
上
人
あ
り
て
こ
れ
を
継
ぎ
、
も

っ
ぱ
ら
師
の
存
す
る
日
の
ご
と
く
す
。

と
あ
る
。
太
湖
山
臥
雲
篭
は
未
詳
。
仰
山
は
燕
京
西
方

の
宛
平
県
、
現
在
の
北
京
市
門
頭
溝
区
に
あ
る
高
峻
な
山
岳
で
、
こ
こ
に
五
代
後

　　

梁
開
平

四
年

(九

一
〇
)

の
鋳
鐘
記
が
あ

っ
て
、
当
時
は
仰
山
院
と
い
っ
た
と
い
う
か
ら
、
五
代
初
に
は
す
で
に
寺
が
建

て
ら
れ
て
い
た
。

『元

一
統
志
』
巻

一
、
棲
隠
禅
寺
の
条
で
は
、
「寺
記
」
に
よ

っ
て
、
希
辮
が
徳
真
通
辮
大
師
の
請
を
受
け
て
、
天
会
六
年
に
仰
山
に
住
持

　　
　

し
た
と
記
す
が
、
そ
の
年
は
彼
が
初
め
て
燕
京
に
来
た
年
で
あ
る
。
彼
が
仰
山
に
退
隠
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
ず

っ
と
後
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。

そ
の
後
、
彼
は
天
春
三
年
に
召
さ
れ
て
華
厳
寺
に
再
住
、
翌
皇
統
初
に
華
厳
寺
は
名
を
改
め
て
大
万
寿
寺
と
な

っ
た
。
彼
は
再
び

仰
山
に
退
隠
し
た
が
、
そ
の
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
「円
正
法
師
霊
塔
記
」
(皇
統
六
年

一
一
四
六
立
、
『図
志
』
下
入
入
、
入
九

頁
)

の
記
末
に
、
「仰
山
棲
隠
寺
退
居
嗣
祖
沙
門
希
辮
記
」
と
あ
る
の
で
、
皇
統
六
年
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
な
お
、
棲
隠

　　

寺
は
右

の

「寺
記
」
で
は
大
定
二
年

(
=

六
二
)
の
賜
額
と
し
、
『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
十
で
は
大
定
二
十
年

(
=

八
〇
)
の
勅

　　

建
と
す

る
。
そ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
は
即
断
で
き
な

い
が
、
棲
隠
の
寺
名
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
か
ら
あ

っ
た

こ
と
が
、
右
の
希

辮

の
肩
書
か
ら
知
ら
れ
る
。
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以
上

の
希
辮
の
事
績
は
大
万
寿
寺

の

「古
記
」
に
拠
る
も
の
だ
が
、
以
下
は
施
宜
生
撰
述
の
碑
記
に
拠
る
と
み
ら
れ
る
。

希

辮
師
は
、も
と
江
西
洪
州

の
黄
氏
、族
系
は
甚
だ
大
に
し
て
、
且
つ
文
人
多
く
、世
に
聞
こ
ゆ
る
者
あ
り
。
始
め
雲

門
、臨
済
に
参
じ
、

法

を
鹿
門
覚
公
よ
り
得
、
折
州
に
至

っ
て
、
芙
蓉
和
尚
を
礼
し
て
印
記
授
記
せ
ら
れ
、
後
に
青
社
の
天
寧
に
住
す
。
城
破
れ
て
乃
ち

北
来
す
。
人
か
れ
を
称
し
て
青
州
和
尚
と
為
す
。
天
徳
初

(
=

四
九
)
仰
山
に
示
化
す
。
記
は
乃
ち
金
の
翰
林
学
士
・中
靖
大
夫
・

知
制
詰
施
宜
生
の
誤
す
る
所
な
り
。
そ
の
文
略
に
云
う

(下
略
)
。
貞
元
元
年

(
=

五
三
)
十
月
講
。

　あ
　

希
辮

の
俗
姓
が
黄
氏
で
あ
る
こ
と
は

『仏
祖
正
宗
道
影
』
巻
三
の
伝
で
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の

一
族
が
甚
だ
大

に
し
て
、
し
か
も

文
人
が
多

い
と

い
う
の
は
、
他
に
な

い
記
事
で
あ
る
。
そ
の
文
人
の
な
か
に
は
、
北
宋

の
大
詩
人
黄
庭
堅
も
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
希

辮
自
身
も
文
才
が
あ
り
、
前
掲

「円
正
法
師
霊
塔
記
」
を
撰
し
、
今
は
侠
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
先
師
鹿
門
自
覚
の
塔
誌
も
撰
し
て
い
た

　　

と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
希
辮
の
碑
記
を
撰
し
た
施
宜
生

(～

一
一
六
〇
)
は
、
宋
で
罪
を
得
て
北
方
に
亡
命
し
、
金
に
仕
え

て
翰
林
侍
講
学
士
に

ま
で
の
ぼ

っ
た
が
、
宋
国
正
旦
使
と
し
て
南
宋
に
使

い
し
た
時
、
陰
語
で
金
の
情
報
を
宋
朝
に
密
通
し
た
か
ど
で
、
帰
国
す
る
や
烹

(か

ま
ゆ
で
)
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

(『金
史
』
巻
七
十
九
)。
な
お
、
包
世
軒
氏
が

一
九
八
四
年
に
仰
山
文
物
を
調
査
中
、
寺
趾
内

の
草
む
ら

か
ら
白

玉
石
の

「辮
公
大
師
遺
行
碑
記
」
と
刻
し
た
象
額
を
発
見
し
た
。
こ
れ
が
貞
元
元
年
施
宜
生
が
撰
し
た
碑
記
に
違

い
な
い
と
記
し

　
　

て
い
る
。

希
辮

の
事
績
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仰
山
棲
隠
寺
に
薬
局
を
開
設
し
、
そ
れ
に
諸
禅
刹
が
な
ら
う
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
こ
と

　　

で
あ
る

(元
好
間

「少
林
薬
局
記
」
『遺
山
先
生
文
集
』
巻
三
十
五
)
。
薬
局
の
具
体
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な

い
が
、
前
掲

「円
正
法
師
霊

塔
記
」
を
書
写
し
た

「
西
蓋
医
人
荘
彦
和
」
は
、
恐
ら
く
こ
の
薬
局
の
医
師
で
あ

っ
た
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
希
辮
は
金
代
曹
洞
宗
の
始
祖

と
し
て
、
後
代
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
巨
匠
で
あ

っ
た
。

　お
　

希
辮

の
法
嗣
を
灯
史
類
は
い
ず
れ
も

「大
明
宝
」
と
し
て
法
諦
の

一
字
を
欠
く
が
、
「宝
公
禅
師
塔
銘
」
に
よ

っ
て
、
法
諦
は

「法
宝
」
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で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

「塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
俗
姓
武
氏
、
磁
州

(河
北
)
の
人
。
十
九
歳
の
時
、
磁
州
寂
照
奄
の
祖
栄
に

つ
い
て
剃
髪
、
天
春
三
年

(
一
一
四
〇
)
試
経
具
戒
し
た
。
は
じ
め
臨
済
宗
を
参
究
し
た
が
、
希
辮
が
洞
下
の
正
法
眼
蔵
を
伝
え
、
燕
都

の
万
寿

禅
寺
に
お
い
て
法
を
説
き
、
禅
侶
雲
集
し
て
い
る
と
聞

い
て
、
燕
京
に
赴
き
、
彼
に
参
じ
て
大
悟
し
た
。
後
に
師
を
辞
し
て
山
東

に
遁
跡
し
た
が
、請
わ
れ
て
名
刹
霊
巌
寺

の
住
持
と
な

っ
た
。
皇
統
九
年

(
一
一
四
九
)
八
月
の
「宝
公
開
堂
疏
」
の
石
刻

が
現
存
す
る

(『北

図
』
四
六
ー
三
九
、
『金
文
最
』
巻

一
一
五
)。
し
か
し
、
そ
の
年
1

「塔
銘
」
は
天
徳

二
年
1

に
希
辮
が
仰
山
で
示
寂

し
た
の
で
、
法
宝

が
そ
の
後
を
継
い
で
棲
隠
禅
寺
住
持
と
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
霊
巌
寺
住
持
で
あ

っ
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
の
期
間

の
よ
う
で
あ
る
。

貞
元
三
年

(
=

五
五
)、
磁
州
に
帰

っ
て
年
老

い
た
師
の
祖
栄
を
侍
養
し
、
大
定
二
年

(
=

六
二
)、
南
陽
サ
王
氏

が
己
の
俸
を
も

っ

て
大
明
寺
額
を
買
う
と
、
命
じ
ら
れ
て
そ
の
住
持
と
な
り
、
同
十
三
年

(
=

七
三
)
六
十
歳
で
示
寂
し
た
。

　　

嗣
法

の
門
人
に
は
、
当
山

(霊
巌
)
住
持
恵
才
、
蔚
州
人
山
住
持
善
恒
、
太
原
王
山
住
持
覚
体
、
中
都
万
寿
住
持
円
俊
、
中
都
仰
山
住

持
性
燐
、
磁
州
大
明
住
持
円
智
が

い
た
。
そ
の
う
ち
、
恵
才
は

「塔
銘
」
の
建
立
者
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
霊
巌
寺
の
住
持
と
な
り
、
「才

公
禅
師
塔
銘
」
(
『北
図
』
四
六
-

一
八
六
、
『金
文
最
』
巻

一
一
一
)
が
あ
る
。
つ
づ
く
人
山
善
恒
と
王
山
覚
体
と
は
、
と
も
に

『五
灯

会
元
続
略
』
巻

一
に
伝
を
載
せ
る
が
、
二
人
の
法
誰
は
こ
の

「塔
銘
」
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
各
伝
の
主
な
史
料
源
は
、

む
　

万
松
行
秀

の

『従
容
録
』
と

『請
益
録
』
と
で
あ
り
、
記
述
内
容
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。

中
都
す
な
わ
ち
燕
京
の
万
寿
住
持
円
俊
と
仰
山
住
持
性
燐
と

の
伝
は
未
詳
。
か
つ
て
希
辮
が
住
し
た
燕
京
の
大
万
寿
寺
と
仰
山
棲
隠
寺

の
住
持
が
、
そ
の
直
系

の
法
孫
に
よ

っ
て
承
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
金
末
元
初

の
万
松
行
秀
に
ま
で
及
ぶ
。

両
寺
は
実
に
北
伝
曹
洞
宗
の

一
大
拠
点
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
王
山
覚
体
は
、
大
明
法
宝
の
侍
者
を
十
年
に
わ
た

っ
て
つ
と
め
た
。
そ
の
後
久
し
く
西
山
に
隠
居
し
た
が
、
太
原
府
の
府

知
事
と
転
運
使

の
要
請
を
受
け
て
王
山
に
住
持
し
、
禅
席
を
創
建
し
て
、
皆
は

「
開
堂
出
世
」
と
号
し
た

(『請
益
録
』

第
三
十
則
)
。
以

上
が
覚
体

の
経
歴
の
す
べ
て
で
あ
る
。
同
輩
の
人

(仁
)
山
善
恒
に
つ
い
て
は
、
『五
灯
会
元
続
略
』
に
は
、
『請
益
録
』
第
二
則
の
記
事
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を
引
く
と
と
も
に
、
冒
頭
に

「久
し
く
大
明
に
侍
し
て
、
遂
に
堂
奥
に
升
る
」
を
加
え
る
。

王
山
覚
体
の
法
嗣
は
磁
州
大
明
雪
巌
満
で
あ
り
、
『五
灯
会
元
続
略
』
巻

一
に
伝
が
あ
り
、
か
な
り
長
文
で
あ
る
。
そ

の
首
の
二
話
が
、

『従
容
録
』
第
七
十
二
則
と

『請
益
録
』
第
十
八
則
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
原
文
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『従
容
録
』

の
方

は
や
や
長
文
な
の
で
、
原
文
の
み
注
(42
)
に
掲
げ
る
。
そ
の
始
め
に
記
す
鄭
州
宝
和
尚
は
未
詳
。
『続
略
』
は
普
照
宝
と
す
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
後
述
の
臨
済
宗
虚
明
教
亨
の
師
で
あ
り
、
『続
略
』
巻
四
に
伝
が
あ
る
。
「兄
弟
年
俊
」
以
下

「作
家
那
」
ま
で
は

『続
略
』

も
同
文

。
そ
れ
以
下
に
も
異
同
が
あ
る
。
つ
づ
く
第
二
話
の

『請
益
録
』
の
方
は
、

雪
巌
先
師
、
勝
獣
師
伯
に
事
え
、
脆

い
て
呵
斥
を
受
く
。
或
る
ひ
と
そ
の
故
を
問
う
。
曰
く
、
今
の
諸
方
、
或

い
は
師
資

・
法
属
、

　　
　

謹
訟
し
て
畿
り
を
招
く
こ
と
あ
る
は
、
獅
子
身
中
の
虫
、
自
ら
肉
を
食
う
な
り
と
。

と
あ
る
。
『続
略
』
は

「事
」
を

「同
参
」
に
変
え
、勝
獣
も
王
山
体
の
法
嗣
と
し
て
雪
巌
満
の
次
に
立
伝
す
る
が
、そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

勝
獣

の
伝
は
未
詳
だ
が
、
『請
益
録
』

に
は
三
ヶ
所

(第
六
十
、
第
六
十
五
、
第
七
十
八
則
)
、
『従
容
録
』
に
は
二
ヶ
所

(第
四
十
六
、

第
六
十

二
則
)
に
見
え
、
「万
松
は
昔
年
勝
獣
に
参
じ
た
」

(『請
益
録
』
第
六
十
五
則
)
と
い
い
、
万
松
は
彼

の
こ
と

に
は
詳
し
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
万
寿
寺
に
住
し
た
こ
と
も
あ

っ
た

(同
第
七
十
八
則
)。
し
か
し
、
万
松
は
彼
を
勝
獣
と
か
勝
獣
和
尚
と
記
す

　

だ
け
で
特
別
な
敬
称
は
用
い
て
い
な
い
の
で
、法
系
の
上
で
は
親
密
で
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『続
略
』
が

「勝
獣
光
禅
師
」
と
す
る
が
、

そ
の
出
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。

い
た

雪
巌
満
は
、
『続
略
』
に
よ
る
と
、
「そ
の
後
王
山
に
造

っ
て
、
心
印
を
発
明
し
、
踵
を
接
し
て
住
持
す
」
と
い
う
。
覚
体
を

つ
い
で

王
山
に
住
持
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「磁
州
大
明
」
に
は
い
つ
住
持
し
た
の
か
、
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
伝
の

「其
後
」

以
下
は
他

の
史
料
に
拠

っ
た
も

の
で
あ
る
。
雪
巌
と

い
う
道
号
の
由
来
、
法
諦

の
上
の

一
字
も
不
明
。
た
だ
、
万
松
が

つ
ね
に

「先
師
」

と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
万
松

の
師
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　　

雪
巌
満
の
法
を
嗣
い
だ
万
松
行
秀
は
著
名
な
僧
で
あ
り
、
そ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
永
井
政
之
氏
の
考
証
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
触
れ



な

い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
こ
の
外
、
燕
京

の
曹
洞
宗
に
関
わ
る
、
塔
銘
等
の
存
す
る
僧
に
、

　ま

る
が
、
と
も
に
石
井
修
道
氏

の
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
省
略
す
る
。

希
辮
の
法
嗣
行
通
、
法
宝
の
法
嗣
恵
才
が
い
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2
、
金
代
の
臨
済
宗

金
代

の
臨
済
宗
に
つ
い
て
は
、
『五
灯
会
元
統
略
』
は
じ
め
明
清

の
灯
史
に
全
く
記
載
が
な
く
、
中
国
禅
宗
史
に
お

い
て
、
遼
代
に
つ

づ
く
空
白

の
時
代
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代

の
碑
刻
に
は
臨
済
僧

の
塔
銘
が
少
な
く
な
く
、
『補
続
高
僧
伝
』

に
は
、
そ
れ
ら
を

史
料
に
し
て
伝
を
立
て
て
い
る
。
ま
た
、
『仏
祖
歴
代
通
載
』
『釈
氏
稽
古
略
』
に
も
、
臨
済
僧
の
記
事
は
見
う
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を

用
い
た
研
究
は
稀
で
あ

っ
て
、
金
代
臨
済
宗
は
全
く
未
開
拓
の
分
野
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
碑
刻
等
を
史
料
と
し
て
、
金

代
臨
済
宗
の
素
描
を
行

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

金
代
臨
済
宗
を
代
表
す
る
禅
僧
は
円
性

(
=

〇
四
～

一
一
七
五
)
で
あ
る
。
彼
の
伝
は
、
楊
邦
基

(?
～

一
一
入

一
)
撰
述
の
塔
石

(侠
)

に
拠
る
と

い
う

『補
続
高
僧
伝
』
巻
十
二
と

『潭
柘
山
舳
雲
寺
志
』
(以
下

『寺
志
』
)
巻

一
と
に
あ
り
、
前
者

の
方
が
詳
し
い
。
後
者
は

法
諦
を
開
性
と
す
る
が
、
恐
ら
く
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
伝
に
よ
る
と
、
円
性
は
順
州

(中
都
)
懐
素
県
霊
跡
里
の
人
。
父
は
侯

埼
、
母
は
杜
氏
。
九
歳
の
時
、
都
城

の
奉
福
寺
戒
振
に
依

っ
て
出
家
し
、
十
五
歳
で
受
具
し
、
『唯
識
』

『起
信
論
』
を
習

っ
た
。
天
会
初

(
一
一
二
三
)
?
、
沐

(開
封
)
に
来
た
仏
日
禅
師
に
師
事
し
、
仏
日
が
遼
陽
に
招
か
れ
る
と
、
彼
も
侍
行
し
て
恵
安
寺
に
来
た
り
、
推

挙
さ
れ

て
立
僧
と
な

っ
た
。
の
ち
に
皇
后

の
教
旨
を
も

っ
て
韓
州

(遼
寧
)
功
徳
院
に
住
し
た
が
、
間
も
な
く
そ
こ
を
去

っ
て
、
黄
河
を

渡
り
、
沐
か
ら
洛
陽
、
さ
ら
に
は
関
右
に
ま
で
巡
歴
し
た
。
天
徳
初

(
=

四
九
)、
海
陵
王
の
旨
を
う
け
て
中
都
燕
京
の
竹
林
寺
に
住

持
し
、
翌
年
遼
陽
の
恵
安
寺
に
徒
り
、
明
粛
皇
后
?
の
帰
依
を
う
け
た
。
し
か
し
、
竹
林
寺
の
旧
衆
は
師
の
教
化
を
忘

れ
が
た
く
、
策
略

を
設
け

て
彼
を
連
れ
帰

っ
た
。
海
陵
王
は
彼
に
広
慧
通
理
の
号
と
紫
衣
等
を
賜
わ

っ
た
。
大
定
年
間

(
=

六

一
～
)
、
僧
善
謳
ら
十
余

輩
の
要
請
を
う
け
て
潭
柘
寺
に
住
し
た
。
潭
柘
寺
は
前
述

の
ご
と
く
、
遼
初
に
従
実
が
居
た
古
道
場
で
あ

っ
た
が
、
彼

は

「禅
学
地
を
掃
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う
こ
と

二
百
余
年
、
吾
ま
さ
に
起
廃
せ
ん
」
と
、
大
規
模
な
復
興
事
業
を
企
画
し
、
十

一
年
か
か
っ
て
落
成
し
た
。
「
塔
石
」
で
は
十
年

足
ら
ず
と

い
う
。
竹
林
寺
に
居
た
時
に
も
、
こ
の
寺
が
遼
道
宗
の
長
公
主
の
施
捨
し
た
宮
殿
様
式
の
建
物
で
あ

っ
た
の
を
、
禅
堂
に
改
築

し
た
。
大
定
十
五
年

(
一
一
七
五
)
潭
柘
寺
で
示
寂
し
た
。
寿
七
十
二
、
騰
五
十
七
で
あ

っ
た
。
『語
録
』
三
巻
が
世
に
行
わ
れ
、
彼
が

著
し
た
寺
中
の
規
条
は
後
代
ま
で
遵
守
さ
れ
て
い
た
。
今
も
潭
柘
寺
塔
院
内
に
、
大
定
十
五
年
建
立
の
広
慧
通
理
禅
師
塔
-
八
角
七
層
密

憺
式

碑
塔
、
高
二
十
余
米
1
が
建

つ
。
た
だ
し
、
楊
邦
基
の
塔
記
は
な

い

(
『図
志
』
上
六
〇
～
六

一
頁
)
。
『補
続
高

僧
伝
』
円
性
伝

の

明
河

の
後
記
に
、
楊
邦
基
の

「塔
石
」
の
文
を
引
い
て
、

　　

仏
果
、
西
蜀
よ
り
沐
に
来
た
り
、
心
印
を
以
て
仏
日
に
伝
え
、
仏
日
は
広
慧
に
伝
う
、
南
岳
下
十
七
世
な
り
。

と
記
す

。
仏
果
す
な
わ
ち
園
悟
克
勤
が
沐

(開
封
)
に
来
て
天
寧
万
寿
寺
に
住
し
た
の
は
宣
和
六
年

(
一
一
二
四
)
四
月
で
あ
り
、
二
年

後

の
靖
康
元
年

(
=

二
六
)
暮
に
は
、
開
封
は
金
軍
に
陥
落
し
、
克
勤
は
そ
の
以
前
に
都
を
離
れ
て
南
に
下

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

仏
印

が
克
勤
よ
り
心
印
を
得
た
時
は
、
宣
和
六
年
か
七
年
の
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
克
勤
は
南
岳
下
十
四
世
な
の
で
、
仏
日
は
十
五
世
、

円
性

は
十
六
世
と
な
り
、
十
七
世
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
円
性
が
嗣
法
し
た
仏
日
禅
師
と
は
ど
う
い
う
人
物
な

の
か
、
伝
が
な

い
の
で
、
出
自
な
ど
詳
し

い
こ
と

は
分
か
ら
な

い
。

円
性
伝

で
は
、
天
会
初

(原
文

「天
徳
初
」
と
す
る
の
は
誤
り
)
に
仏
日
禅
師
は
沐
に
入
る
と
、
円
性
は
袖
香
し
て
彼

に
謁
し
、
仏
日
は

そ
の
器
な
る
こ
と
を
獣
識
し
て
受
け
入
れ
た
と
あ
る
。
『寺
志
』

の
伝
で
は
、
両
者

の
出
会

い
を
天
春
初

(
一
=
二
八
)
と
す
る
が
、
そ

れ
で
は
遅
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
開
封
陥
落
の
際
、
師
の
克
勤
が
都
を
離
れ
て
南
に
移

っ
た
の
に
対
し
て
、
仏
日
ら
は
そ

の
ま
ま
開
封
に
留

ま

っ
た
ら
し
く
、
や
が
て
招
請
を
う
け
て
遼
陽
に
赴
き
、
大
刹
恵
安
寺
に
住
し
た
。
明
河
の
後
記
で
は
、
円
性
は
し
ば

し
ば
仏
日
に
従

っ

て
禁

中
に
入

っ
て
法
を
説
い
た
と
、
「塔
石
」
の
文
に
あ
る
と

い
う
か
ら
、
中
都
燕
京
に
も
来
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

現
に
北
京
門
頭
溝
区
潭
柘
寺
塔
院
内
に
は
、
金
代
に
建
て
ら
れ
た
高
さ
二
十
余
米
、
六
角
密
憺
式
の
傳
塔
が
あ
り

、
「仏
日
円
明
海

雲
大

禅
師
之
霊
塔
」

の
額
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る

(
『図
志
』
上
五
八
～
五
九
頁
)
。
『寺
志
』
巻

一
に
よ
れ
ば
、
天
春
時

(
一
=
二
入
～
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一
一
四
〇
)
の
建
立
と
い
う
。
同
書

「歴
代
法
統
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
大
定
年
間

(
=

六

一
～

一
一
入
九
)
の
人
と
し
、
金
末
元

初
の
同
名

の
者

(印
簡
)
と
混
同
し
て
は
な
ら
な

い
と
、
と
く
に
注
記
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
事
績
は
未
詳
と
し
て
記
述
し
な
い
。
彼
が

潭
柘
寺
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
も
、
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
燕
京

の
仏
日
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
万
松
行
秀

が
興
味

深
い
逸
話
を
多
く
記
録
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
仏
日
が
こ
の
仏
日
禅
師
と
同

一
人
か
ど
う
か
は
、
今

一
つ
明

ら
か
で
な
い
。

さ
て
、
円
性
の
法
嗣
と
し
て
、
伝
に
は
善
照
、
了
奇
、
円
悟
、
広
温
、
覚
本

の
五
人
を
挙
げ
る
。
そ
の
う
ち
、
円
悟
と
覚
本
以
外
は
碑

銘
が
あ

る
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
各
人
の
略
伝
を
記
し
て
い
こ
う
。

a
、
善
照

(
=

二

一
～

=

六
入
)
「中
都
竹
林
禅
寺
堂
頭
懐
鑑
禅
師
碑
銘
」
(『北
図
』
四
六
-
九
六
)

藩
州

(遼
寧
)
章
義
の
人
、

俗
姓
馬
氏
、
法
諜
善
照
、
字
懐
鑑
。
幼
よ
り
釈
氏
を
慕
う
も
、
父
母
は
出
家
を
許
さ
ず
、
強
引
に
妻
を
嬰
ら
せ
た
。
十
九
歳
の
時
家
を
飛

び
出
し
て
出
家
し
、
二
十
二
歳
で
受
具
し
、
団
山
宗
主
禅
師
の
勧
め
で
、
東
京
遼
陽
の
恵
安
寺
に
お
い
て
大
い
に
臨
済

の
宗
風
を
振
る

っ

て
い
た
仏
日
円
証
和
尚

の
下
に
参
じ
た
。
「証
」
は

「明
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
立
僧
で
あ

っ
た
広
慧
通
理
禅
師

(円
性
)
に

つ
い
て
侍
者
と
な
り
、
禅
師
が
遊
方
す
る
と
そ
れ
に
従
行
し
た
。
正
隆
五
年

(
=

六
〇
)
広
慧
が
竹
林
寺
住
持
を
退
く
と
、
彼
は
立
僧

と
な
り

、
翌
年
広
慧

の
後
を
継
い
で
住
持
と
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
定
八
年

(
=

六
八
)
六
月
、
急
に
竹
林
を
退
き
、
郡
侯
は
じ
め

多
く
の
人
々
の
懇
請
を
受
け
て
葡
州
讐
峯
重
轡
院
に
住
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
年
十

一
月
三
日
、
疾
に
よ

っ
て
示
寂
し
た
。
世
寿
四
十
八

歳
で
あ

っ
た
。
翌
大
定
九
年
三
月
に
隻
峯
院
西
隅
に
葬
り
、
山
主
覚
本
ら
が
塔
を
建
て
た
。
碑
銘
は
中
都
路
転
運
副
使
頁
少
沖
の
撰
文
で

あ
る
。

b
、
了
奇

(
=

二
〇
～

一
一
七
〇
)
「
中
都
竹
林
禅
寺
第
七
代
奇
和
尚
塔
」
(
『北
図
』
四
六
ー

=
二
六
、
『図
志

』
上
二
五
〇
～

二
五

一
、
下
九
九
頁
)
、
『補
続
高
僧
伝
』
巻
十
二

白
雷
富
庶
県

(内
蒙
古
寧
城
西
)
の
人
、
俗
姓
播
氏
。
年
十
三
の
時
、
医
闊

(今

の

医
巫
闊
山
)
の
円
暁
に
つ
い
て
落
髪
。
次
年
、北
京

(大
定
府
)
円
宗
寺

の
慧
業
に
師
事
。
十
六
歳
で
試
経
得
度
し
て
華

厳
を
学
ん
だ
が
、

玄
奥
を
窮
め
て
も
第

一
義
に
非
ず
と
し
て
、
叢
席
に
向
か
う
こ
と
と
な
り
、
遼
寧
地
方
で
唱
道
し
て
い
た
広
慧
通
理
禅
師
に
参
じ
、
師
に
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従
行
し

て
雲
峰
寺
に
あ

っ
た
時
、善
照
と
と
も
に
広
慧
の
印
可
を
得
。
了
奇
は
広
慧
が
南
し
て
燕
京
に
赴

い
て
中
都
竹
林

に
居
る
時
ま
で
、

十
年
に
わ
た

っ
て
そ
の
指
導
を
受
け
た
。
大
定
七
年
、
善
照
が
竹
林
を
退
く
と
、
王
侯
士
庶
、
禅
律
の
諸
徳
に
乞
わ
れ

て
竹
林
第
七
代
の

住
持
と
な

っ
た
が
、
同
十
年
二
月
七
日
、
世
寿
五
十

一
歳
で
示
寂
し
た
。
同
十
九
年

(
=

七
九
)、
塔
を
潭
柘
寺

の
広
慧

塔
の
東
に
建
立
、

現
存
す

る
。

C
、
広
温

(
一
一
〇
六
～

=

六
八
)
「葡
州
讐
峯
重
轡
禅
院
庵
主
和
尚
碑
銘
」

(『北
図
』
四
六
-
九
七
、
『欽
定
盤
山
志
』
巻
八
)
高

州
高
安

の
人
、
俗
姓
韓
氏
。
幼
く
し
て
出
家
し
、
経
を
習
法
師
よ
り
受
く
。
後
に
同
昌

(遼
寧
)
の
英
公
に
謁
し
、
つ
い
で
雲
門
の
晦
堂
、

竹
林
の
広
慧
に
参
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
印
可
を
得
た
。
大
定
二
年

(
一
一
六
二
)
、
莉
州
盤
山

の
讐
峯
禅
院
の
庵
主
と
な
り
、
同
十
年
六
月

二
十
七

日
に
六
十
三
歳
で
示
寂
し
た
。
翌
年
三
月
、
塔
は
院
の
西
南
隅
に
建
立
さ
れ
た
。
前
述
の
善
照
は
彼
の
後
継
ぎ
と
し
て
招
か
れ
た

が
、
そ

の
年

の
う
ち
に
早
逝
し
た
。
し
か
も
、塔
は
広
温
の
よ
り
は
五
日
早
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
広
温
の
碑
銘
も
買
少
沖

の
撰
文
で
あ
る
。

d
、
覚
本

碑
銘
が
な
く
、
伝
は
未
詳
。

a

「懐
鑑
禅
師
碑
銘
」

の
末
行
に
、
「院
主
善
栄

山
主
沙
門
覚
本

建

」
と
あ
る
の
で
、

彼
も
こ
の
禅
院
の
責
任
者
の

一
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
c

「広
温
碑
銘
」
に
も
、
摩
滅
し
て
い
る
が
、
同
文
ら
し
き
文
字
が
か

す
か
に
見
え
る
。
な
お
、
円
性
の
第
四
の
法
嗣
円
悟
は
、
他
の
碑
刻
に
全
く
現
れ
な
い
。

円
性

の
法
嗣
で
は
な
い
が
、
彼
と
も
関
係
が
あ
り
、
碑
刻
も
あ
る
臨
済
宗
の
僧
に
、
政
言
と
相
了
と
が
い
る
。

e
、
政
言

(
一
一
二
五
頃
～

=

入
五
)
「中
都
潭
柘
山
龍
泉
禅
寺
言
禅
師
塔
銘
」

(『北
図
』
四
六
-

一
八
九
、
『図
志
』
上
二
五
二
～

二
五
三
、
下

一
〇
五
～

一
〇
六
頁
)、
『補
続
高
僧
伝
』
巻
十
二
、
『寺
志
』
巻

一

俗
姓
王
氏
、
許
州

(河
南
)
長
社

の
人
。
九
歳
で
出

家
受
具
し
、
十
余
年
し
て
南
京

(開
封
)
の
浩
公
僧
録
に
つ
い
て

『唯
識
論
』
を
学
び
、
二
十

一
歳
に
し
て

『唯
識
』
・
『因
明
論
』
・
『上

生
経
』
を
講
じ
、
ま
た
大
乗
戒
を
伝
え
た
。
か
く
す
る
こ
と
十
二
年
、
心
を
禅
道
に
留
め
る
よ
う
に
な
り
、
諸
方
を
遊
歴
し
て
燕
京
に
至

り
、
竹
林
の
広
慧
通
理
禅
師

(円
性
)
に
参
じ
て
記
室
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
益
都

(山
東
)
の
義
安
院
な
ど
の
住
持
に
な

っ
た
が
、

梁
国
大
長
公
主

(世
宗
の
女
)
と
皇
子
の
東
京
留
守
晋
王
の
招
請
を
受
け
て
潭
柘
寺
の
住
持
と
な
り
、
『頒
古
』

『拮
古
』
各
百
篇
等
を
著
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し
て
世
に
行
わ
れ
た
。
隠
退
後
は
頴
水
の
ほ
と
り
に
棲
み
、
大
定
二
十
五
年
に
示
寂
し
た
。
汝
州

(河
南
)
香
山
に
葬
ら
れ
、
燕
京

の
潭

柘
寺
に
も
分
骨
し
た
。
大
定
二
十
入
年

(
一
一
入
入
)
建
立
の
石
瞳
塔
が
潭
柘
寺
塔
院
内
に
現
存
す
る

(『図
志
』
上
二
五
二
頁
)
。

f
、
相
了

(
一
=
二
四
～

一
二
〇
三
)
「第
九
代
了
公
禅
師
塔
銘
」
(『北
図
』

四
七
-
九

一
、
『図
志
』
上
二
五

四
～
二
五
五
、
下

=

四
～

=

五
頁
)、
『補
続
高
僧
伝
』
巻
十
二
、
『寺
志
』
巻

一

俗
姓
宋
氏
、
義
州

(遼
寧
)
の
人
。
幼
に
し
て
出
家
し
、
名
を
行

録
と

い

っ
た
。
九
歳

の
時
、
皇
統

(二
年
)
の
普
度
に
遇

っ
て
得
度
、
華
厳
、
円
覚
等

の
経
を
習

っ
た
。
後
に
、
遼
陽

の
禅
刹
清
安
寺

の

月
公
、
威
平
の
禅
林

の
定
公
、
錦
州
大
明
の
誘
公
と
次
々
に
参
じ
た
が
得
る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
よ
う
や
く
諮
州
崇
福
の
超
公
か
ら
印

可
を
得

て
、
名
を
相
了
と
改
め
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
み
て
も
、
当
時
の
遼
寧
に
は
各
地
に
禅
刹
が
あ
り
、
そ
の
間
を
歴
参
し
て
師
を
求
め

る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
地
方

へ
の
禅
宗
の
進
出
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
彼
は
諮
州

の
崇
福
寺
、
東
京
遼
陽

の
大
恵
安
寺
に
住

し
た
の
ち
、岐
国
大
長
公
主
に
請
わ
れ
て
燕
京

の
潭
柘
寺
、
つ
い
で
翼
国
公
主
に
請
わ
れ
て
竹
林
寺

の
住
持
と
な

っ
た
。
塔
銘
首
題
に

「第

九
代
」
と
あ
る
の
は
、竹
林
寺
住
持
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
泰
和
三
年

(
一
二
〇
三
)
潭
柘
寺
で
示
滅
し
た
。
世
寿
七
十
で
あ

っ
た
。
翌
四
年
、

門
人
ら

に
よ
り
石
瞳
塔
が
塔
院
内
に
建
て
ら
れ
、
現
存
す
る

(
『図
志
』
上
二
五
五
頁
)
。
と
こ
ろ
で
彼
の
法
系
で
あ
る
が
、塔
銘
中
に

「
仏

監
遠
喬
、
明
州
親
孫
」
と
あ
る
。
仏
監
と
は
、
臨
済
宗
楊
岐
派
第
三
世
の
太
平
仏
鑑
慧
勲

(
一
〇
五
九
～

=

一
七
)

で
、
仏
日
円
明
の

師
圓
悟
克
勤
と
法
兄
弟
に
当
た
る
。
つ
づ
く
明
州
と
は
、
『嘉
泰
普
灯
録
』
目
録
に
記
す
慧
勲
の
法
嗣
十
七
人
中
、
「機
語
未
見
」
七
人
の

な
か
の

「明
州
啓
霞
楚
謙
禅
師
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
明
州
と
の
つ
な
が
り
は
全
く
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
法
孫
だ
と
す
る
と
、
円
性

門
下
の
善
照
ら
と
同
じ
輩
行
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
矛
盾
し
な
い
。
し
か
も
、
彼
も
潭
柘

・
竹
林
両
寺

の
住
持
を
つ
と
め
て
お
り
、
円
性

ら
と
は
と
く
に
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上

み
て
き
た
ご
と
く
、
広
慧
通
理
禅
師
円
性
は
、
地
元
順
州
の
出
身
で
あ
る
が
、
中
都
燕
京
だ
け
で
は
な
く
東
京
遼

陽
に
も
伝
道
し
、

そ
の
門
下
に
も
、
今
の
内
蒙

・
遼
寧
地
方

の
出
身
者
が
多
か

っ
た
。
東
北
地
方

へ
の
進
出
、
そ
れ
が
金
代
臨
済
宗

の

一
つ
の
特
色
と
い
え

る
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
活
動
の
拠
点
は
燕
京
に
あ
り
、
な
か
で
も
潭
柘

・
竹
林
両
寺
の
住
持
は
、
代
々
臨
済
宗

の
僧
に
よ

っ
て
継
承
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さ
れ
た
。
と
く
に
潭
柘
寺
は
円
性
が
再
建
し
て
大
定
十

一
年

(
=

七

一
)
に
落
成
し
、
彼
が
そ
の
開
山
と
な

っ
た
。

万
松
行
秀

『請
益
録
』
第
三
十

一
則
に
、

近
代

の
老
青
州
、
潭
柘
開
山
の
性
和
尚
を
ば
、
韓
相
国
肪
、
施
学
士
宜
生
は
曰
く
、
二
老
若
し
仏
に
事
え
出
家
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

　ぜ

皆
王
覇

の
器
な
り
と
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
は
な
は
だ
興
味
深

い
評
語
で
あ
る
。
韓
防

(
一
〇
八
二
～

一
一
四
九
)
は
参
知
政
事
ま
で
の
ぼ
っ
た
政
治
家
で
、
施
宜

生

(?
～

=

六
〇
)
は
前
述
の
亡
命
文
人
。
そ
の
二
人
が

「近
代
の
老
青
州
す
な
わ
ち
希
辮
と
潭
柘
開
山
の
円
性
と

は
、
仏
門
に
入

っ

て
出
家
し
な
か

っ
た
な
ら
、
二
人
と
も
王
者
か
覇
者
に
な
る
器
だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
円
性
が
金
代
曹
洞
宗
の
祖

希
辮
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
、
当
時

の
臨
済
宗
を
代
表
す
る
巨
匠
で
あ

っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

円
性
と
そ
の
門
下
た
ち

の
ほ
か
に
も
、
燕
京
に
い
た
臨
済
宗

の
僧
は
少
な
く
な
か

っ
た
。
そ
の

一
人
が
玄
冥
顕
公

で
あ
る
。
彼
は
灯

史
等
に
伝
が
な

い
の
で
、
そ
の
経
歴
は
分
か
ら
な
い
し
、
法
諦

の

一
字
も
不
明
で
あ
る
が
、
大
定
二
年

(
=

六
二
)
城
北
に
大
慶
寿
寺

が
勅
建
さ
れ
る
と
、
そ
の
開
山
第

一
代
を
命
じ
ら
れ
、
同
二
十
年

(
=

八
〇
)
西
山
に
仰
山
棲
隠
寺
が
勅
建
さ
れ
た
時
も
開
山
と
な

っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

(
『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
十
)
。
ま
た
、
同
入
年
遼
陽
に
清
安
寺
が
創
建
さ
れ
た
時
に
も
そ
の
開
山
に
な

っ
て

お
り
、
彼
は
時
の
皇
帝
世
宗

(在
位

=

六

一
～

=

入
八
)
の
寵
遇
を
集
め
て
い
た
。

第
二
は
虚
明
教
亨

(
=

五
〇
～

=

二

九
)
。
彼
に
は

『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
十
に
載
せ
る
塔
記
が
あ
り
、

『大
明
高
僧
伝
』
巻

五
、
『仏
祖
綱
目
』
巻
三
十
入
は
じ
め
諸
灯
史
も
こ
れ
に
拠

っ
て
立
伝
し
て
い
る
。
彼
は
済
州

(山
東
)
任
城
王
氏
の
子
。
七
歳
で
出
家
し
、

十
三
歳

で
具
足
戒
を
受
け
、
十
五
歳
で
遊
方
し
て
、
鄭
州
普
照
の
宝
よ
り
印
可
を
得
た
。
嵩
山

の
戒
壇
、
紹
山
の
雲
門
、
鄭
州
の
普
照
、

林
渓
の
大
覚
、
嵩
山
の
法
王
と
住
し
た
の
ち
、
丞
相
爽
谷
清
臣
に
請
わ
れ
て
中
都
の
潭
柘
に
住
し
た
。
の
ち
に
章
宗

(在
位

=

八
八
～

一
二
〇
八
)
の
勅
旨
を
も

っ
て
慶
寿
寺

の
住
持
に
も
な

っ
た
。
ま
た
し
ば
ら
く
の
間
、
少
林
寺
に
い
た
こ
と
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
玄
冥
顕
公
と
虚
明
教
亨
に
つ
い
て
は
、
元
好
間

「太
原
昭
禅
師
語
録
引
」
(
『遺
山
先
生
文
集
』
巻
三
十
七
)
に
重
要
な
記
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述

が

あ

る

。

の
ば

慈

明

(楚
円
)
と
螂
那
覚

(慧
覚
)
と
は
皆
法
兄
弟
に
し
て
、
共
に
臨
済

の

一
枝
を
扶
す
。
慈
明
而
下
十
余
世
に
し
て
、
玄
冥
顕
禅

す
な
わ

師
を
得
、
螂
珊
而
下
亦
た
十
余
世
に
し
て
、
虚
明
亨
禅
師
を
得
。
玄
冥
は
風
岸
孤
峻
に
し
て
、
許
可
す
る
所
な
く
、
寧
ち
嗣
を
絶
ち

と
な

て
伝
わ
ら
ず
。
虚
明
は
接
納
に
急
な
り
。
故
に
子
孫
は
天
下
に
満
ち
、
又
皆
そ
の
家
を
称
う
。
慈
雲
海
、
清
涼
相
、
羅
漢
沐
と
王
昭

お
も
え

公

の
ご
と
き
、
皆
是
れ
な
り
。
屏
山
、
虚
明
の
為
に
墓
誌
を
作
り
、
以
為
ら
く
二
公
は
伝
わ
る
と
伝
わ
ら
ざ
る
と
の
異
あ
り
と
錐
も
、

も
と

　も
　

そ

の
道
は
並
び
行
わ
れ
て
相

い
惇
ら
ざ
る
な
り
、
と
。

慈
明
楚
円

(九
入
六
～

一
〇
三
九
)
と
郵
那
慧
覚

(生
卒
年
未
詳
)
と
は
、
と
も
に
沿
陽
善
昭
の
法
嗣
で
臨
済
下
六
世
で
あ
る
。
楚
円

の
喬
孫

が
玄
冥
顎
禅
師
、
慧
覚

の
商
孫
が
虚
明
教
亨
で
あ
る
と

い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
十
余
世
後
と
い
う
世
代
数
は
当
て
に
な
ら
な

い
。
こ
の

記
事
に
よ
る
と
、
顎
公
と
教
亨
と
は
同
輩
の
よ
う
だ
が
、
両
者
の
性
格
や
接
化
の
方
法
は
異
な

っ
て
い
た
。
顎
公
は
峻
厳
な
性
格
で
、
弟

子
に
印

可
を
与
え
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
法
系
は
絶
え
て
後
に
伝
わ
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
教
亨
は
弟
子
を
ど
し
ど
し
受
け

入
れ
た

の
で
、
そ
の
子
孫
は
天
下
に
満
ち
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が

一
家
を
な
し
た
と
い
う
。
屏
山
李
純
甫

(
=

八
二
～

一
二
一二
一
)
は
教

亨

の
墓
誌
を
作
り

(侠
)、
二
公
は
子
孫
が
伝
わ
る
の
と
伝
わ
ら
な
い
の
と
の
違

い
は
あ

っ
て
も
、
「そ
の
道
は
並
び
行
わ
れ
て
、
互
い
に

矛
盾
し
あ
わ
な

い
の
だ
」
(『中
庸
』
第
三
十
章
)
と
述
べ
た
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
柳
田
聖
山

「中
国
禅
宗
史
系
図
」

(『禅
家
語
録
豆
』

お

　

筑
摩
堂
旦
房
、

一
九
七
四
年
)
に
よ
る
と
、
螂
那
慧
覚
か
ら
七
世
、
す
な
わ
ち
臨
済
下
十
三
世
で
教
亨
に
至
る
。
原
文
の

「十
余
世
」
を
臨

済
下
と
す
れ
ば
合
致
す
る
が
、ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、教
亨
の
法
嗣
の
う
ち
、清
涼
相
に
つ
い
て
は
元
好
間

「清
涼
相

禅
師
墓
銘
」
(『遺

山
先
生
集
』
巻
三
十

一
)
が
あ
り
、
沐
公
に
つ
い
て
は
同
じ
く
元
好
間
の

「告
山
賛
禅
師
塔
銘
」
(同
右
)
中
に
引
用
さ
れ
、
そ

の
門
下

の
繁
栄
振
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
『五
灯
会
元
続
略
』
等
は
、
教
亨
を

「未
詳
法
嗣
」
中
に
入
れ
る
。

法
系

の
明
ら
か
で
な
い
禅
僧
に
、
金
初
の
海
慧

(?
～

一
一
四
五
)
が
い
る
。
そ
の
伝
は

『大
明
高
僧
伝
』
巻
七
に
あ
る
。
初
め
講
騨

に
学
ん
だ
が
、
五
台
山
に
入

っ
て
隠
棲
す
る
こ
と
十
五
年
に
及
ん
だ
。
し
か
し
、
衆
生
教
化
こ
そ
が
急
務
と
さ
と
り
、
山
を
下
り

て
燕
京



遼金代燕京の禅宗138

に
来
た
り
、
遍
ね
く
禅
寺
を
め
ぐ

っ
て
教
化
に
つ
と
め
た
。
皇
統
三
年

(
=

四
三
)
、
煕
宗
が
亡
き
太
子
の
た
め
に
上
京
会
寧
府
に
大

儲
慶
寺
を
建
立
す
る
と
、
彼
を
そ
の
開
山
第

一
代
と
し
た
。
皇
統
五
年
遷
化
す
る
と
、
舎
利
は
五
ヶ
所
に
分
け
て
塔
を
建
て
、
彼
に
仏
覚

佑
国
大
禅
師
と
認
し
た
。
そ
の
師
号
は
後
述
の
雲
門
宗

の
仏
覚
禅
師
、
晦
堂
禅
師
と
似
て
い
る
が
、
別
人
で
あ
る
。
海
慧
遷
化
の
翌
年
正

月
、
清
慧
禅
師
に
詔
し
て
儲
慶
寺

の
後
住
と
し
、
仏
智
護
国
大
師
の
号
を
賜
い
、
命
じ
て
国
師
の
座
に
登
ら
し
め
、
皇
帝
后
妃
太
子
が
讐

足
を
頂
礼
し
法
衣
を
奉
服
し
た

(
『大
明
高
僧
伝
』
)
と
い
う
。
こ
の
二
人
が
ど
の
宗
派
に
属
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

一
応
こ
こ
に
掲

げ
て
お
く
。

臨
済
宗
と

い
え
ば
、
元
の
至
大
二
年

(
=
二
〇
九
)
趙
孟
頬
奉
勅
撰

「臨
済
正
宗
之
碑
」
(
『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
十
二
)
に
触
れ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
碑
文
に
は
臨
済
以
来
の
系
譜
を
記
し
、
北
宋
末
の
五
祖
法
演
以
下
は
次
の
ご
と
く
な

っ
て

い
る
。

五
祖
法
演
-
天
目
斉
-
瀬
牛
和
-
竹
林
宝
-
竹
林
安
-
容
篭
海
-
中
和
璋
-
海
雲
簡

(以
下
略
)

こ
の
う
ち
、
竹
林
宝
か
ら
が
少
な
く
と
も
金
代
に
属
す
る
。
竹
林
宝
と
竹
林
安
と
は
燕
京
の
竹
林
寺
に
住
し
た
僧
で
あ
ろ
う
が
、
前
述

の
第
七
代
了
奇
、
第
九
代
相
了
と

の
前
後
関
係
は
分
か
ら
な
い
。
な
お
、
『請
益
録
』
第
八
十
則
に
、
「竹
林
安
和
尚
、
衆
沙
童
と
草
を
抜

く
云
々
」
の
話
を
載
せ
、
右

の
竹
林
安
と
同

一
人
と
み
ら
れ
る
。

最
後

に
、
仏
日
和
尚
を
取
り
上
げ
よ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
仏
日
円
明
海
雲
禅
師
は
開
封
に
お
い
て
圓
悟
克
勤
よ
り
嗣
法
し
、
遼
陽
に

招
か
れ

て
恵
安
寺

に
住
し
た
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
円
性
を
伴

っ
て
禁
中
に
入

っ
て
説
法
し
、
潭
柘
寺
塔
院
内

に
は
そ
の
塔
が
現
存
す
る
。

こ
の
仏

日
禅
師
と
は
別
に
、
も
う

一
人
の
仏
日
和
尚
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
万
松
行
秀
は

『従
容
録
』

『請
益
録
』

の
な
か
で
、
彼
に
つ

い
て
多
く
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

一
々
挙
げ
る
の
は
煩
碩
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ

る
。
仏
日
は
臨
済

宗
の

一
枝
を
引

っ
提
げ
て
北
来
し
、
燕
京

の
聖
安
寺
に
寄
寓
し
て
そ
の
宗
風
を
宣
揚
し
、
弟
子
の
獲
得
に
も
熱
心
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
努
力
も
む
な
し
く
、
遂
に
後
継
者
は
得
ら
れ
ず
、
彼

の
後
は
絶
え
た
。
彼
が
北
来
し
た
時
期
は
、
希
辮
の
曹
洞
宗

や
仏
覚
の
雲
門
宗

あ

　

が
す
で
に
燕
京
に
行
わ
れ
、
円
性

一
門
が
ま
だ
進
出
し
て
い
な
か

っ
た
、
金
代
前
期
の
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。



以
上

の
ご
と
く
、
金
代
の
臨
済
宗
は
、
曹
洞
宗
が
希
辮
の

一
系
の
み
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
法
系
は
多
様
で
あ

っ
た
。
楊
岐
派

圓
悟
克
勤

の
法
孫
に
当
た
る
広
慧
通
理
禅
師
円
性
と
そ
の
門
下
は
、
燕
京
だ
け
で
な
く
遼
寧
地
方
に
も
進
出
し
て
い
た
。
そ
れ
と
は
別
に
、

臨
済
下
六
世

の
慈
明
楚
円
と
郵
那
慧
覚
の
喬
孫
で
あ
る
玄
冥
顎
公
と
虚
明
教
亨
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
宗
風
を
発
揚
し
、
前
者
は
後
が

絶
え
た

の
に
対
し
て
、
後
者
の
子
孫
は
天
下
に
満
ち
て
い
た
。
ま
た
、
相
了
は
克
勤
と
法
兄
弟
の
仏
鑑
慧
勤
の
法
系
で
あ
り
、
海
雲
印
簡

は
慧
勲
と
法
兄
弟

の
天
目
斉
の
法
系
に
属
し
た
。
法
系
は
不
明
だ
が
江
南
か
ら
来
た
仏
日
和
尚
も
、燕
京
で
臨
済
宗
の
進
出
に
つ
と
め
た
。

彼
ら
の
主
な
活
動
拠
点
は
潭
柘
、
竹
林
、
慶
寿
の
諸
寺
で
あ
り
、
帝
室
の
信
奉
と
寄
進
を
受
け
る
者
も
多
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時

の
臨
済
宗
は
盛
況
で
あ

っ
た
が
、
彼
ら
の
著
作
や
語
録
な
ど
は

一
切
遺

っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
宗
風
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
が
後

世
忘
れ
去
ら
れ
る
大
き
な
原
因
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
、
金
代

の
雲
門
宗
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雲
門
宗
は
北
宋
時
代
に
は
臨
済
宗
と
並
ん
で
盛
大
で
あ

っ
た
が
、
南
宋
に
な
る
と
す

っ
か
り
衰
え
、
灯
史
か
ら
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
、

『五
灯
会
元
続
略
』
凡
例
に
は
、

雲
門
宗
は
宋
よ
り
元
ま
で
、
代
々
人
に
乏
し
か
ら
ず
。
円
通
善
、
王
山
済
の
如
き
は
、
倶
に
明
眼
の
宗
哲
に
し
て
、
法
席
甚
だ
盛
ん

な
り
。
但
し
、
嗣
法
は
考
う
可
き
な
し
。
山豆
に
そ
の
徳
を
深
く
蔵
し
て
著
わ
る
る
を
求
め
ざ
る
か
、
そ
も
ま
た
末
流

の
見
聞
広
か
ら

ざ

る
樋
・

と
、
宋

か
ら
元
ま
で
世
々
す
ぐ
れ
た
禅
僧
は
少
な
く
な
か

っ
た
が
、
そ
の
嗣
法
は
明
ら
か
で
な
い
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
巻
四

「南
嶽
下

二
十
三
世
」
の
末
に
、
「禅
門
達
者
の
世
に
出
で
ざ
る
も
の
と
、世
に
出
つ
る
も
未
だ
法
嗣
を
詳
か
に
せ
ざ
る
者
と
を
こ
こ
に
附
す
」
と
し
て
、

二
十
六
人
を
付
伝
す
る
。
そ
の
初
め
の
五
人
が
次
の

「系
雲
門
宗
」
と
爽
注
す
る
者
で
あ
る
。
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①
青
州
仏
覚
禅
師
嗣
法
未
詳

②

円
通
善
国
師
嗣
仏
覚

③

燕
京
慶
寿
玄
悟
玉
禅
師
嗣
円
通

④

黄
山
趙
文
儒
居
士
嗣
円
通

⑤

高
郵
定
禅
師
嗣
玄
悟

注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
は
主
な
史
料
源
を
万
松
行
秀
の

『従
容
録
』
『請
益
録
』

に
拠

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
、

万
松
の
こ
の
両
録
中
の

「師
云
」
で
始
ま
る

「評
唱
」
の
部
分
は
、
自
ら
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ふ
ん
だ
ん
に

「機
縁
の
事
　
」
(
『従
容
録
』

序

「寄
湛
然
居
士
書
」
)
を
載
せ
て
お
り
、
唐
宋
の
禅
僧
は
も
と
よ
り
、
金
代
、
と
く
に
親
し
く
見
聞
し
た
当
代
人
の
事
　
に
ま
で
及
ん

　　

で
い
る
。
金
代
の
禅
宗
史
文
献
が
皆
無
で
あ
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
は
貴
重
な
史
料
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
明
代

の
灯
史

『五

灯
会
元
続
略
』
が
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
の
も
、
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。
既
に
、
曹
洞
宗
で
は
万
松
に
繋
が
る
諸
僧

の
記
述
、
臨
済
宗
で

は
仏
日
和
尚
の
逸
話
等
が

『従
容
録
』

『請
益
録
』
に
基
く
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
雲
門
宗

の
場
合
は
と
く
に
依
存
度
が
大
き
い
。

し
か
し
、
誤

っ
た
引
用
も
あ
る
。
①
を
青
州
仏
覚
禅
師
と
す
る
が
、
こ
れ
は
注
(50
)
に
引
用
し
た

(
ハ
)
「青
州

・
仏
覚
両
派
既
行
、

仏
日
提

一
枝
臨
済
禅
云
々
」
(『請
益
録
』
第
五
十
二
則
)
に
拠

っ
て
い
る
が
、
原
文
が
青
州

(希
辮
)
と
仏
覚
の
両
派
と
あ
る
と
こ
ろ
を

誤

っ
て

一
つ
の
法
号
と
し
て
お
り
、
正
し
く
は
単
に

「
仏
覚
禅
師
」
と
す

べ
き

で
あ
る
。
仏
覚
伝

の
今

一
つ
の
引
用
は
、
『従
容
録
』
第

二
十
六
則
の
「仏
覚
頒
」
で
あ
り
、両
録
と
も
仏
覚
の
行
歴
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『元

一
統
志
』
巻

一
大
聖
安
寺
の
条
に
、

「寺
記
」
に
よ

っ
て
、

金

天
会
中

(
=

二
一二
～

=

三
七
)
、
仏
覚
大
師
墳
公
、
晦
堂
大
師
俊
公
、
南
よ
り
化
に
応
じ
て
北
し
、
道
誉

日
に
尊
く
、
学
徒

　　

万
指
な
り
。

と
あ
り
、
仏
覚
大
師
墳
公
と

い
う

の
が
こ
の
雲
門
宗
の
仏
覚
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
晦
堂
大
師
俊
公
と
、
恐
ら
く
金
の
華
北
征
服
に
と
も
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な

っ
て
北
上
し
、
燕
京
に
来
て
道
誉
を
高
め
、
多
数
の
学
徒
を
集
め
た
と

い
う
。
「寺
記
」
は
つ
づ
い
て
、
帝
后
が
金

銭
数
万
を
出
し
て

営
繕
費
と
し
て
、
大
伽
藍
を
作
り
、
皇
統
初

(
二

四

一
)
名
を
大
延
聖
寺
と
賜
わ

っ
た
。
大
定
三
年

(
=

六
三
)

に
は
晦
公
に
命
じ

　　

て
新
堂
を
創
建
さ
せ
て
、
同
六
年
に
落
成
、
同
七
年
二
月
、
寺
額
を
改
め
て
大
聖
安
寺
と
し
た
、
と
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
晦
堂
は
仏

覚
よ
り
後
輩
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　　

北
京

市
昌
平
区
に
あ
る
銀
山
塔
林
に
五
座

の
金
代

の
塔
が
あ
る
。
そ
の

一
が
祐
国
仏
覚
禅
師
塔
i

八
角
十
三
層
密
槍
式
傳
塔
、
高

二
十
二
・入
米
、
そ
の
二
が
晦
堂
佑
国
仏
覚
大
禅
師
塔
ー

八
角
十
三
層
密
権
式
傳
塔
、
高
十
八
・五
米
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
仏
覚
環
公
と
晦

　　

堂
俊
公
と
の
塔
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
も
、
塔
林
に
は

「重
建
大
延
聖
寺
記
」
碑

(大
定
六
年
三
月
三
日
建
)
が
あ

っ

て
、
碑
文
に
は

「隠
峰
十
味
」
が
刻
ま
れ
、
そ
の

一
に

「仏
覚
塔
」
が
あ

っ
て
、
次
の
詩
が
刻
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

示
生
臨
済
村
、
示
滅
長
慶
寺
。
非
滅
亦
非
生
、
誰
明
仏
覚
意
。
分
彼
黄
金
骨
、
葬
此
白
銀
峰
。
宝
塔
聾
香
漢
、
僧
来
訪
霊
踪
。

初
句
の

「示
生
臨
済
村
」
は
臨
済
院

の
あ
る
鎮
州

(河
北
)
に
生
ま
れ
た
意
で
あ
ろ
う
か
。
示
滅
し
た
長
慶
寺
は
未
詳
。
「彼

の
黄
金
の

骨
を
分
け
て
、
此
の
白
銀
の
峰
に
葬
る
」
と
あ
る
の
で
、
仏
覚
が
妓
し
た
の
は
建
碑
の
大
定
六
年
以
前
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

②

の
円
通
善
国
師

に
つ
い
て
は
、
そ

の
言
葉
が

『従
容
録
』

に
六

ヶ
所

(第
十
六
、
第

二
十
九
、
第
八
十
九
、

第
九
十

一
、
第

九
十
二
、
第
九
十
三
則
)
、
『請
益
録
』
に

一
ヶ
所

(第
二
十
九
則
)
に
見
え
、
前
者
第
二
十
八
則
に
は

「手
書
二
頒
」
も
載
せ
、
万
松
が

い
か
に
彼
を
重
ん
じ
て
い
た
か
が
窺
え
る
。
そ
の
う
ち

『五
灯
会
元
続
略
』
に
は
、
『従
容
録
』
第
入
十
九
、
『請
益
録
』
第
二
十
九
則
を

引
く
だ
け
で
、
他
は
別
の
史
料
に
拠

っ
て
い
る
。
と
く
に
伝

の
初
め
に
記
す
、
十
二
歳
の
円
通
が
仏
日
を
や
り
込
め
て
、
仏
日
を
賞
歎
せ

し
め
た
話

〔注
(
50
)仏
日
和
尚
関
係
資
料

(
二
)〕
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
、
金
の
世
宗
が
聖
安
瑞
像
殿
に
幸
し
、
彼
の
応
対
に
大
い
に
悦

ん
だ
と

い
う
話
は
、
と
も
に
万
松

の
両
録
に
は
見
え
な
い
。

銀
山
塔
林
に
は
、
円
通
の
塔
も
建

っ
て
い
る
。
「円
通
大
師
善
公
霊
塔
」
六
角
形
七
級
密
槍
式
傳
塔
、
高
十
四
・七
米
が
そ
れ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『図
志
』
上
六
八
頁
の
説
明
で
は
、
「善
」
を

コ
扇
」
に
誤
る
。
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円
通

の
法
嗣
③
玄
悟
玉
禅
師
の
記
事
は
万
松
の
両
録
に
な
い
が
、
『請
益
録
』
第
四
十
三
則
に
、
万
松
は
昔
そ
の
法
席
に
在

っ
て
、

一

　　

年
に
両
度
入
室
し
、
半
年
を
経
て
や

っ
と
告
香
入
室
し
た
云
々
と
あ
る
。
次
の
⑤
高
郵
定
禅
師
は
、
『五
灯
会
元
続
略
』
は
玄
悟
の
法
嗣

と
す

る
が
、
『請
益
録
』
第
四
十
三
則
で
は

「玄
悟

の
師
、
高
郵
定
和
尚
の
悟
処
」
と
す
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

伝
に
は
、
『従
容
録
』
第
三
十
三
則
に
あ
る
問
答
も
記
し
て
い
る
。

『続
略
』
凡
例
に
、
雲
門
宗

の
明
眼
の
宗
哲
と
し
て
円
通
善
と
と
も
に
挙
げ
る
王
山
済
は
未
詳
。
ま
た
銀
山
塔
林
の
金
塔
五
座

の
う
ち
、

「故
酪
行
大
師
塔
」
(八
角
十
三
層
、
高
二
十

一
・五
米
)
と

「故
虚
静
禅
師
実
公
霊
塔
」
(六
角
七
級
、
高
十
四
米
)
と

の
各
塔
主
も
雲
門

宗
の
僧

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
記
録
が
な

い
の
で
確
か
め
ら
れ
な
い
。

以
上

の
ご
と
く
、
金
代
の
雲
門
宗
の
史
料
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
諸
僧

の
伝
歴
も
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
。
わ
ず
か

に
、
燕
京
の
大
延

聖
寺

11
大
聖
安
寺
を
拠
点
に
し
て
、
年
代
は
金
初
か
ら
世
宗

の
大
定
年
間
に
わ
た

っ
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

と
こ

ろ
が
、
銀
山
塔
林
に
は
五
座
の
金
塔
が
あ

っ
て
、

い
ず
れ
も
雲
門
宗
の
僧
の
塔
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
う
ち
仏
覚

・
晦
堂

・
酪
行
の

三
塔
は

二
十
米
前
後
の
大
塔
で
あ
り
、
そ
の
偉
容
は
当
時
の
雲
門
宗
の
盛
大
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
末
元
初
、
曹
洞

宗
に
は
万
松
行
秀
、
臨
済
宗
に
は
海
雲
印
簡
ら
が
現
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
に
反
し
て
、
雲
門
宗
は
世
の
中
か
ら

姿
を
消
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、
金
末
以
後
、
灯
史
に
雲
門
宗
の
僧
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
そ
れ
が
、
上
記
凡
例
が
記
す
よ
う
に
、

明
哲

の
宗
匠
が
世
に
著
れ
る
の
を
求
め
な
か

っ
た
た
め
な
の
か
、
末
流
の
見
聞
が
せ
ま
く
て
立
伝
で
き
な
か

っ
た
た
め
な
の
か
、
わ
れ
わ

れ
に
も
分
か
ら
な
い
。

↑ 注
)

古
松
崇
志

「法
均
と
燕
京
馬
鞍
山
の
菩
薩
戒
壇
-
契
丹

(遼
)

に
お
け
る
大
乗
菩
薩
戒
の
流
行
ー
」
『東
洋
史
研
究
』
六
五
-

三
、二
〇
〇
六
年
、

一
六
頁
。

(
2

)

北
京
市
門
頭
溝
区
文
化
文
物
局
編

『門
頭
溝
文
物
志
』
(北

京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
)
五
九
頁
。
ま
た
五
八
頁
に
、

応
県
木
塔
発
見
の

『上
生
経
疏
科
文
』
の
題
記

「燕
京
仰
山

寺
前
楊
家
印
造
」
の
仰
山
寺
を
西
山
の
そ
れ
と
す
る
の
も
誤
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り
で
、
こ
の
仰
山
寺
は
城
内
帰
厚
坊
に
あ

っ
た
同
名
の
寺
の

こ
と
で
あ
る
。

(3
)
師
問
僧
、
什
塵
処
来
。
日
、
幽
州
。

汝
是
什
塵
処
人
。
日
、
幽
州
人
。

(4
)
大
万
寿
寺

在
旧
城
。
按
古
記
考
之
、
本
中
都
大
万
寿
寺
潭

柘
禅
師
之
古
道
場
也
。
燕
京
之
西
有
古
刹
、
距
城
百
里
、
泉

て
　

石
最
幽
処
、
名
日
檀
柘
。
師
諦
従
実
、
自
湖
南
来
、
乃
曹
洞

二
代
孫
、
遼
太
宗
会
同
年
間
至
。

(5
)

『五
灯
会
元
』
巻
六
は
、
青
原
下
六
世
、
中
雲
蓋
法
嗣
に
誤
る
。

な
お
、
法
兄
弟
の
証
覚
は

『祖
堂
集
』
巻
十
二
に
伝
が
あ
る
。

(6
)
師
与
其
徒
千
人
、講
法
潭
柘
、宗
風
大
振
。
後
示
寂
華
厳
祖
堂
、

建
檎
山
中
。
絵
眺
謝
遷
嘉
福
寺
碑
記
載
其
事
。

(7
)
鰺
洵
主
編

『仏
教
与
北
京
寺
廟
文
化
』
(中
国
民
族
大
学
出
版

社
、

一
九
九
七
年
)
潭
柘
寺

(徐
威
執
筆
)
三
九
頁
。

(8
)
鈴
木
哲
雄

『唐
五
代
の
禅
宗
-
湖
南
江
西
篇
』
(大
東
出
版
社
、

一
九
入
四
年
)
三

一
六
頁
。

(9
)
世
宗
天
禄
初
、
有
開
龍
禅
師
智
常
、
弘
潭
柘
之
道
、
於
燕
創

此
寺
。

(10
)
七
歳
侍
行
湖
外
去
、
岳
陽
楼
上
敢
題
誌
。
『鄭
守
愚
文
集
』
巻

二

「巻
末
偶
題
三
首
」
の
第
二
首
、
ま
た
同
書
巻

一
「長
安

　

　

夜
坐
懐
寄
湖
外
稽
処
士
」。

(11
)
南
沐

「上
方
感
化
寺
碑
」
『全
遼
文
』
巻
十

法
堂
仏
宇
徹
乎
下
、
禅
實
経
寵
出
乎
上
…
使
禅
枝
律
商
保
有

其
業
。

(12
)
碑
題
は

「馬
鞍
山
故
崇
禄
大
夫
守
司
空
伝
菩
薩
戒
壇
主
大
師

道
行
碑
銘
井
序
」、
『図
志
』
下

一
四
頁
、
『遼
代
石
刻
文
編
』

四
三
七
～
四
四
〇
頁
、
古
松
前
掲
論
文
四
四
三
～
四
四
四
頁

-
録
文
最
も
正
確
。
ま
た
伝
は

『補
続
高
僧
伝
』
巻
十
七
に

あ
る
。

(13
)
難
行
在
毘
尼
、
志
向
達
磨
。
因
負
笈
尋
師
、
不
解
衣
者
多
歳
。

爲
攻
堅
木
、
切
救
頭
然
、
以
名
数
相
応
。

(
14
)
正
し
く
は

「大
遼
燕
京
西
大
安
山
延
福
寺
蓮
花
硲
更
改
通

円
通
理
旧
庵
為
観
音
堂
記
井
諸
師
実
行

録
」、
『図
志
』
上

一
五
〇
～

一
五

一
頁
、
下
二
〇
～
二

一
頁
。

(15
)
包
世
軒

「遼

《
大
安
山
蓮
花
硲
延
福
寺
観
音
堂
記
》
碑
疏
証

-
関
子
通
円
大
師
法
蹟
、
通
理
大
師
恒
索
、
通
悟
大
師
恒
簡

之
記
述
」
『北
京
遼
金
文
物
研
究
』

一
八
四
～

一
九

一
頁
、
原

載

『北
京
文
博
』

一
九
九
七
-
三
。

三
黄
春
和

「遼

《大
安
山
蓮
花
硲
延
福
寺
観
音
堂
記
》
通
理

実
行
補
考
」
同
右
書

一
九
二
～

一
九
七
頁
、原
載

『北
京
文
博
』

一
九
九
八
ー
三
。

(16
)
…
泊
至
康
安
二
号
、
南
宗
時
運
。
果
有
奇

人
、
来
昌
大
旨
。

遂
以
寂
照
大
師

・
通
円

・
通
理
此
三
上
人
、
捷
生
間
出
、
為

口
中
之
龍
象
。
伝
仏
心
印
、継
累
代
之
高
風
、口
無
勝
瞳
、作
?

不
請
文
、
稗
祖
光
廻
照
、
然
灯
無
昧
者
、
始
自
三
師
。
…
原

其
根
本
、
唯
三
上
人
。
乃
曹
渓
的
嗣
、
法
眼
玄
孫
。
為
此
方

宗
派
之
原
、
伝
心
之
首
者
　
。

(17
)
黄
春
和

「遼
燕
京
禅
宗
伝
播
史
　
考
述
」

『仏
学
研
究
』
八
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(
18
)

(
19

)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

(
一
九
九
九
年
)
三
二
三
～
三
二
四
頁
。

道
欽
～
太
原
人
、
道
潜
ー
河
中
府
人
、
玄
則
ー
滑
州
衛
南
人
、

智
箔
-
河
中
府
人
、
泰
欽
ー
魏
府
人
、
策
真
-
曹
州
人
。

評
日
、
…
而
雲
門

・
臨
済

・
法
眼
三
家
之
徒
、
於
今
尤
盛
。

潟
仰
已
熔
、
而
曹
洞
者
僅
存
。

長
文
な
の
で
、
原
文
の
掲
載
は
省
略
す
る
。
な
お
、
釈
読
に

あ
た

っ
て
は
、
大
谷
大
学
で
の
石
刻
研
究
会

(桂
華
淳
祥
教

授
主
宰
)
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『百
部
叢
書
集
成
』
之
十
七

『稗
乗
』
二
、
『家
世
旧
聞
』
巻

上

(
一
三
b
～

一
四
a
)

北
虜
崇
釈
氏
、
故
僧
寺
狼
多
、

一
寺
千
僧
者
、
比
比
皆
是
。

楚
公

(陸
佃
)
出
使
時
道
中
京
。
耶
律
成
等
遽
至
大
鎮
国
天

慶
寺
焼
香
。
因
設
素
僕
、
公
問
成
、
亦
有
禅
僧
乎
。
日
有
之
。

頃
有
寂
照
大
師
、
深
通
理
性
、
今
亡
　
。

実
は
こ
の
文
は
通
行
の

『稗
乗
』
本
に
は
な
く
、
『百
部
叢
書

集
成
』
が
補
っ
た
旧
紗
本
二
巻
足
本
に
の
み
見
え
る
も
の
で

あ
る
。
古
松
前
掲
論
文
注
七
三
に
引
用
す
る
が
、
こ
れ
が
旧

紗
本
に
拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
注
記
は
な
い
。

大
安
間
、
有
感
禅
師
者
、
自
東
祖
西
、
届
於
是
院
、
喜
其
清

幽
而
駐
錫
焉
。
…
道
宗
聞
其
名
、
召
至
禁
中
、
延
訪
移
暑
。

伍
賜
紫
方
砲
、
加
号
寂
照
大
師

(『欽
定
日
下
旧
聞
考
』
巻

=

七
、
『金
文
最
』
巻
入
十
三
)
。
古
松
前
掲
論
文
注
四
三

参
照
。

恒
簡
と
故
山
主
弘
蹟
の
行
実
は
、
摩
滅
の
甚
だ
し
い
碑
陰
に

(
24
)

(25
)

(26

)

(
27

)
あ

っ
て
、
特
に
判
読
が
む
ず
か
し
い
。
や
は
り
、
大
谷
大
学

で
の
研
究
会
の
成
果

(王
明
変
氏
担
当
)
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
な
お
、
研
究
会
で
取
り
上
げ
た
碑
刻
の
録
文
は
、

い
ず
れ
公
刊
の
予
定
で
あ
る
。

永
泰
寺
内
殿
俄
悔
主

・
検
校
太
師

・
行
鴻
臆
卿

・
通
悟
大
師

者
。
師
諦
恒
簡
、
姓
高
氏
、
葡
州
玉
田
県
三
女
河
人
也
。
…

及
長
、
志
慕
出
家
。
遂
礼
燕
京
永
泰
寺
疏
主
藻
公
為
師
、
与

通
理
同
門
圷
。
受
旦
ハ之
後
、宗
習
識
論
、
口

(倦
?
)
於
学
犀
、

尋
於
山
水
。
後
造
通
理
之
室
、
因
論
口
子
之
義
、
口
下
亡
口
、

深
入
道
奥
。
…
中
京
檀
信
口
奇
師
解
行
、
堅
請
下
山
、
入
京

開
化
。
学
徒
聞
風
斉
至
、
日
不
滅
七
千
之
数
。
…
主
上
聞
風
、

宣
請
而
至
。
…
請
為
内
殿
俄
悔
主
、特
賜
紫
抱
、加
検
校
太
師
・

通
悟
之
号
。
自
ホ
已
後
、
弥
加
欽
重
。
因
是
燕
京
開
化
之
後
、

杖
錫
名
山
、
特
来
口
比
参
拝
老
人
之
蕎
。
…
自
棄
講
学
、
歴

諸
叢
会
、
訪
尋
古
　
、
志
在
林
泉
。
口
聞
大
安
山
蓮
花
深
谷

景
静
…
即
知
是
通
円
通
理
旧
隠
道
場
、
群
賢
養
道
之
所
、
杖

錫
尋
訪
、
特
来
斯
地

(下
略
)
。

「戯
悔
正
慧
大
師
遺
行
塔
記
」
『北
図
』
四
五
-

一
七
六
、
『全

遼
文
』
巻
十

一
、
『図
志
』
上
二
二
八
～
二
二
九
頁
、下
八
五
頁
。

「崇
呈
大
師
墳
塔
記
」
『全
遼
文
』
巻
十

一
、
『北
図
』
四
五
-

一
五
五
。

野
上
俊
静

『遼
金
の
仏
教
』
(平
楽
寺
書
店
、

一
九
五
三
年
)

二
九
六
頁
。

長
谷
部
好

一

(幽
膜
)
「
洞
門
の
動
向

と
そ
の
系
譜
-
芙
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蓉
楷
下
に
つ
い
て
ー
」
(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

一
入
-

一
、
一
九
六
九
年
)、
石
井
修
道

「鹿
門
自
覚
派
の
変
遷
-

北
伝
曹
洞
宗
1
」
『宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
(大
東
出
版
社
、

一
九
八
七
年
)
二
八
〇
～
二
九
四
頁
。

(28
)
後
有
禅
師
希
辮
、
宋
之
青
州
天
寧
之
長
老
也
。
耶
律
将
軍
破

青
州
、
以
師
帰
燕
。
初
置
之
中
都
奉
恩
寺
。
華
厳
大
衆
、
請

師
住
持
、
服
其
戒
行
高
古
、
以
為
潭
柘
再
来
。

(29
)
至
金
天
会
聞
、退
居
太
湖
山
臥
雲
篭
、
既
而
隠
於
仰
山
棲
隠
寺
。

願
騎
高
居
安
以
城
北
園
併
寺
前
沙
井
、
帰
之
常
住
。
天
春
三

年
、
召
師
復
住
持
。
皇
統
初
、
更
賜
寺
名
為
大
万
寿
。
師
再

隠
仰
山
、
門
人
徳
段
続
灯
於
万
寿
。
三
年
而
退
居
於
医
巫
閾
。

又
有
省
端
上
人
継
之
、

一
如
師
存
之
日
。

(30
)

『元

一
統
志
』
巻

一
、
棲
隠
禅
寺
在
宛
平
県
在
仰
山
。
有
梁
開
平

四
年
鋳
鐘
記
。
碑
云
、
幽
州
幽
都
県
仰
山
院
。

(31
)
又
按
寺
記
、
金
天
会
戊
申

(六
年
)
青
州
禅
師
受
徳
真
通
辮

大
師
之
請
、
住
持
此
山
、
叢
席
大
備
、
禅
道
興
隆
。

(32
)
世
宗
大
定
壬
午
歳

(二
年
)
太
師
尚
書
令
南
陽
郡
王
請
於
朝
、

賜
名
棲
隠
。

(33
)
金
国
大
定
二
十
年
正
月
勅
建
仰
山
棲
隠
禅
寺
A.大
都
西
山
。
命
玄

冥
顎
公
開
山
、
賜
田
設
会
、
度
僧
万
人
。

(34
)
希
辮
師
、
本
江
西
洪
州
黄
氏
、
族
系
甚
大
、
且
多
文
人
、
有

聞
於
世
者
。
始
参
雲
門

・
臨
済
、
得
法
於
鹿
門
覚
公
、
至
折

州
、
礼
芙
蓉
和
尚
印
証
授
記
、
後
住
青
社
天
寧
。
城
破
乃
北

来
。
人
稻
之
為
青
州
和
尚
。
天
徳
初
示
化
於
仰
山
。
記
乃
金

(
35
)

　

37
)

　

36
)

 

(
38
)

翰
林
学
士

・
中
靖
大
夫

・
知
制
諾
施
宜
生
所
護
。
其
文
略
云
、

潭
柘
老
人
二
百
年
後
、
放
大
光
明
。
芙
蓉
家
風
、
却
来
北
方
。

薫
蒸
宇
宙
、豊
其
大
事
。
因
縁
殊
勝
、亦
有
数
耶
。
教
有
廃
興
、

道
無
廃
興
。
人
有
通
塞
、
性
無
通
塞
。
師
既
来
燕
、潭
柘
寂
然
。

師
既
往
燕
、曹
漢
流
然
。
人
知
寂
然
、而
不
知
潭
柘
未
嘗
去
也
。

人
知
浦
然
、
而
不
知
青
州
未
嘗
来
也
。
若
然
則
無
碑
亦
無
害
、

有
碑
亦
無
磯
。
遂
為
之
説
。
貞
元
元
年
十
月
記
。

『仏
祖
正
宗
道
影
』
四
巻
の
現
行
本
は
、
康
煕
十
五
年
原
序
、

光
緒
六
年
重
刊
で
あ
る
が
、
も
と
は
明
洪
武
年
間
に
好
道
者

が
華
梵
諸
祖
の
道
影
を
画
い
た
も
の
に
基
き
、
崇
禎
十

一
年

増
補
刻
印
し
た

(原
序
)。
し
た
が
っ
て
、
各
伝
の
史
料
源
は

灯
史
類
と
異
に
し
た
ら
し
く
、
希
辮
の
俗
姓
黄
氏
で
あ
る
こ

と
、
奉
恩
寺
に
い
た
こ
と
な
ど
灯
史
類
に
は
見
え
な
い
。

石
井
修
道
前
掲
書
二
八
六
頁
。

包
世
軒

「門
頭
溝
区
伽
藍
名
僧
記
」
(蘇
天
鉤
主
編

『北
京
考

古
集
成
』
第

一
巻
、
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
)
六
四
九

頁

(原
載

『北
京
文
物
与
考
古
』
四
、
一
九
九
四
年
。
こ
の
論

文
コ
ピ
ー
を
井
黒
忍
君
か
ら
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す

る
。
な
お
、
『図
志
』
上

=

六
頁
に

「仰
山
棲
隠
寺
遺
趾
内

残
碑
額
」
の
図
版
を
掲
げ
る
。
残
念
な
が
ら
文
字
は
見
え
な

い
。

少
林
英
禅
師
為
余
言
。
昔
青
州
辮
公
初
開
堂
仰
山
。
自
山
下

十
五
里
、
負
米
以
給
大
衆
。
其
後
得
知
医
者
新
公
、
度
為
僧
、

傳
主
薬
局
。
伍
不
許
出
子
銭
致
嵐
余
、
恐
以
利
心
而
妨
道
業
。
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新
妓

、

継
以

其

子
能

。

二
十

年

問

、
斎

厨
仰

給

、
而

病

者

亦

安
之

。
故

百
年

以
来

、
諸
禅

刹

之
有

薬
局

、
自

青
州
始

。

(39
)
『北

図
』
四
六
1

=

七

、
一
九

九

〇
年
中
華

書

局
本

『金

文
最
』

巻

=

一
。

後

者

は
石

刻
拓

本

に

よ

っ
て
欠

字

三

百
六

十
余

字
を

補
う

。

(
40
)
中

華
書

局
本

『金
文

最
』
は

「
覚
体

」
を

「
覚

礼
」
と

す

る
。

『
北

図
』

で
は

「
覚

」

は
見

え

る
が

、

下

の

一
字

は

欠

け

て

い
て

全

く
分

か

ら
な

い
。
た

だ

「
覚

体

」
は

仏
教

語

で

「
さ
と

り

の
本

体
」

を
意

味
す

る

の
に
対

し

て
、
「
覚

礼
」

は
格

別

の
意

味

は
な

い
の
で
、
従

来

の

「
覚

体
」

で
よ

い
よ
う

で
あ

る
。

(41
)

○
人

山
善

恒

『従
容

録
』

巻

一
第

二
則

近

代

磁
州

衣

法

付
人

山

。
山

日

、
某

甲

不
是

任
心
塵
人

。

州

日
、
不
是

任
心塵

人
、
不
狭

及
伊

。
山

以
法

乳
情

深
、
挽
仰

而
受

。

州
復

日
、
汝

既
如

是

、
第

一
不
得

容
易

出
世

。
若

躁
進

軽
脱

、

中
間

必
有

輻
朝

。

『五
灯

会

元
続
略

』
巻

一

仁

山
恒

禅

師

、

久
侍

大

明
、

遂

升

堂

奥

。
明

付

以

衣

法

。

師

日

(以

下
右
と

略

同
)
。

○
王

山
覚

体

『請
益

録
』

巻
上

第

三
十
則

昔

「
王

山

法

祖
侍

磁
州

大

明

、

鋤

力

十

年
、

躬

為

侍

者

。

秘

重

深
厳

、

不

見
参

学

。

一
旦
抽

単

、
岡

不

疑

怪
。

或

問
大

明
、
侍

者

何

往

。
明

日
、

諸

方
来

諸

方
去

。

何
介

意

哉

。

・

(
42

)

(
43

)

(
44

)

一
衆
方
疑
、或
蒙
印
許
。
其
後
久
隠
西
山
。
太
原
府
府
運
両
衙
、

請
住
王
山
、
創
建
禅
席
」。
皆
号
開
堂
出
世
也
。
『五
灯
会
元

続
略
』
巻

一
、
括
弧
内
と
略
同
。

『請
益
録
』
巻
下
第
五
十
九
則

王
山
法
祖
云
、
獅
子
有
三
種
。
第

一
超
宗
異
目
、
第
二
斉

肩
共
燭
、第
三
影
響
不
真
。
…
羊
質
虎
皮
。
『五
灯
会
元
続
略
』

巻

一
、
右
文
と
全
同
。

先
師
与
勝
獣
師
伯
、
二
十
余
歳

(脱
字
?
)
叢
林
敬
畏
。
鄭

州
宝
和
尚
、名
震
河
洛
。
先
師
遍
参
往
見
。
州
云
、
兄
弟
年
俊
、

正
宜
叩
参
。
老
僧
当
年
念
念
、
常
以
仏
法
為
事
。
先
師
避
席
、

進
日
、
和
尚
而
今
如
何
也
。
州
云
、
如
生
冤
家
相
似
。
先
師

日
、
若
不
得
此
語
、
幾
乎
柾
行
千
里
。
州

下
禅
床
、
握
先
師

手
日
、
作
家
那
。
遂
留
数
日
。
爽
山
謂
仏
日
、
死
灰
裏

一
粒

豆
爆
。
蓋
謂
此
也
。

『五
灯
会
元
続
略
』
巻

一
、

初
参
普
照
宝
。
照
日

(以
下
同
)、「遂
留
数
日
」
な
し
。
「爽

山
」
以
下
は
割
注

「報
恩
秀
日
、
死
灰
裏

一
粒
董
爆
」
と
し
、

「蓋
謂
此
也
」
な
し
。

雪
巌
先
師
、
事
勝
黙
師
伯
、
脆
受
呵
斥
。
或
問
其
故
。
日
、

今
諸
方
或
有
師
資
法
属
、
謬
訟
招
識
、
獅
子
身
中
虫
、
自
食

肉
也
。

永
井
政
之

「万
松
行
秀
の
伝
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題
i
資
料
、

洪
済
寺

・
舎
利
塔
1
」
『飯
田
利
行
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論

叢
』

一
九
八

一
年
)
四
八
五
～
五
〇
八
頁
。
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(
45
)
石
井
修
道
前
掲
書
二
八
八
～
二
九

一
頁
、
資
料
十
六
-

五
三
六
～
五
三
八
頁
。

(46
)
明
河
日
、此
伝
取
諸
塔
石
。
石
文
乃
金
永
定
節
使
楊
邦
基
誕
。

謂
、
仏
果
自
西
蜀
来
沐
、
以
心
印
伝
仏
日
、
仏
日
伝
広
慧
、

爲
南
岳
下
十
七
世
。

な
お
、
明
河
は
仏
日
が
妙
喜
宗
呆
か
否
か
、
後
考
に
挨
つ
と

し
て
い
る
。

(47
)
近
代
老
青
州
、
潭
柘
開
山
性
和
尚
、
韓
相
国
防

・
施
学
士
宜

生
日
、
二
老
若
非
事
仏
出
家
、
皆
王
覇
之
器
。

(48
)
慈
明
与
郵
那
覚
、
皆
法
兄
弟
、
其

(共
)
扶
臨
済

一
枝
。
慈

明
而
下
十
余
世
、
得
玄
冥
顕
禅
師
。
榔
郡
而
下
亦
十
余
世
、

得
虚
明
亨
禅
師
。
玄
冥
風
岸
孤
峻
、
無
所
許
可
、
寧
絶
嗣
而

不
伝
。
盧
明
急
子
接
納
。
故
子
孫
満
天
下
。
又
皆
称
其
家
、

加

(如
)
慈
雲
海
、
清
涼
相
、
羅
漢
沐
、
与
法
王
昭
公
、
皆

是
也
。
屏
山
為
虚
明
作
墓
誌
、
以
為
二
公
伝
与
不
伝
錐
異
、

而
其
道
並
行
而
不
相
惇
也

(拠
四
部
叢
刊
本
)。

(49
)
郵
郡
慧
覚
-
満
潭
暁
月
-
毘
陵
真
-
白
水
白
-
天
寧
党
-
慈

明
純
-
洞
林

(普
照
)
宝
-
慶
寿
教
亨

な
お
、
盧
明
教
亨
に
つ
い
て
は
、
石
井
前
掲
書
二
九

一
、
二

九
四
頁
参
照
。

(50
)
仏
日
和
尚
関
係
史
料

(イ
)
仏
日
和
尚
道
、
山
僧
未
来
時
、
燕
京
人
鼻
不
正
、
山
僧

特
来
板
正
。
万
松
道
、
仏
日
鼻
孔
落
在
燕
京
人
手
裏

(『従
容
録
』
第
九
十
四
則
)。

(
51
)

(
52
)

(
ロ
)
爽
山
謂
仏
日
、
死
灰
裏

一
粒
豆
爆

(『従
容
録
』
第

七
十
二
則
)。

(ハ
)
青
州

・
仏
覚
両
派
既
行
。
仏
日
提

一
枝
臨
済
禅
、
託
　

聖
安
、
分
寮
入
室
。

一
日
自
魍
鼓
上
堂
、
抑
揚
雲
門

・

臨
済
宗
風
、
平
分
半
衆
、
不
辞
而
去
。
仏
覚
悟
不
介
意

(『請
益
録
』
第
五
十
二
則
、
『五
灯
会
元
続
略
』
巻
四
、

青
州
仏
覚
禅
師
伝
は
仏
日
尭
禅
師
と
す
る
)。

(二
)
仏
日
自
江
右
至
燕
、
寓
大
聖
安
。

一
夕
与
仏
覚

・
晦
堂

夜
話
次
、
時
師
年
方
十
二
、
座
右
侍
立
。
日
日
、
山
僧

自
南
方
来
、
控
杖
頭
不
揆
著

一
個
会
仏
法
者
。
師
叉
手

進
日
、
自
是
和
尚
柱
杖
短
。
日
大
驚
日
、
可
乞
此
子
続

臨
済

一
宗
。
師
日
、
雲
門

・
臨
済
、
量
有
二
邪
。
日
称

賞
不
已

(『五
灯
会
元
続
略
』
巻
四
、
円
通
善
国
師
伝

-
出
典
未
詳
)
。

(ホ
)
近
代
仏
日
、
北
来
慶
寿
顎
公
、
至
死
無
可
意
者
、
寧
絶

嗣
無
人

(『従
容
録
』
第
五
十
三
則
)。

(
へ
)
仏
日
禅
師
与
衆
茶
座
次
、
見
猫
来
、
袖
中
郷
鶉
鵠
与
之
。

猫
接
得
便
去
。
日
云
俊
哉
、
不
可
也
是
仮
作
虚
用

(『従

容
録
』
第
九
則
)
。
た
だ
し
、
こ
の
仏
日
禅
師
は
仏
日

円
明
海
雲
禅
師
か
も
し
れ
な
い
。

雲
門
宗
自
宋
迄
元
、
代
不
乏
人
。
如
円
通
善
、
王
山
済
、
倶

明
眼
宗
哲
、
法
席
甚
盛
。
但
嗣
法
莫
可
考
。
山豆
深
蔵
其
徳
而

不
求
著
耶
、抑
末
流
聞
見
之
不
広
也
。
閾
所
不
知
、糞
有
後
獲
。

『大
定
継
灯
録
』
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
『従
容
録
』
第
九
十
四
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則
に
成
平
府
大
覚
寺
法
慶
禅
師
伝
を
全
文
引
用
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
灯
史
は
早
く
に
侠
し
た
と
思
わ
れ
、
他
に
記
録
は

な
い
。
『補
続
高
僧
伝
』
巻
二
十
法
慶
伝
は

『従
容
録
』
か
ら

の
転
引
で
あ
ろ
う
。

(53
)
金
天
会
中
、
仏
覚
大
師
環
公
、
晦
堂
大
師
俊
公
、
自
南
応
化

而
北
、
道
誉
日
尊
、
学
徒
万
指
。

(54
)
帝
后
出
金
銭
数
万
、
為
営
繕
費
、
成
大
法
席
。
皇
統
初
、
賜

名
大
延
聖
寺
。
大
定
三
年
、
命
晦
師
主
其
事
、
内
府
出
重
幣

以
賜
焉
。
六
年
新
堂
成
、
崇
五
初
、
広
十
莚
、
輪
奥
之
美
、

為
郡
城
冠
。
八
月
朔
作
大
仏
事
、
以
落
成
之
。
七
年
二
月
、

詔
改
寺
之
額
為
大
聖
安
。

(55
)

『図
志
』
上
六
六
～
七
三
頁
。
特
に
仏
覚
塔
は
七
二
頁
、
晦
堂

塔
は
六
九
頁
に
図
版
が
あ
る
。

(
56
)

萢
軍

「
北
京
金
代
碑
刻
叙
録
」
『北
京
遼
金
文
物
研
究
』

二
五
入
～
二
六
二
頁
、
「重
建
大
延
聖
寺
記
」
は
二
五
九
～

二
六
〇
頁
。

(57
)
万
松
昔
在
慶
寿
玄
悟
席
下
、

一
年
入
室
両
度
。
経
半
年
縄
得

告
香
入
室
云
々
。


